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一　

平
成
の
大
合
併
ま
で
の
鳥
取
県
内
の
市
町
村
お
よ
び
郡
の
変
遷

鳥
取
県
は
、
中
国
山
地
の
北
側
に
あ
っ
て
、
東
は
兵
庫
県
、
西
は
島
根
県
、
南
は
岡
山
・
広
島
の
両
県
に
接
し
、
北
は
日
本
海
に
面
し

論
　
説
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た
、
総
面
積
が
三
五
〇
七
・
二
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
東
西
約
一
二
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
南
北
約
二
〇
～
六
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
東

西
に
細
長
い
県
で
あ
る
。
よ
り
詳
し
く
説
明
す
れ
ば
、
鳥
取
県
の
東
端
は
八
頭
郡
若
桜
町
大
字
落
折
で
東
経
一
三
四
度
三
一
分
、
西
端
は

日
野
郡
日
南
町
大
字
新
屋
で
東
経
一
三
三
度
八
分
で
あ
り
、
東
西
の
距
離
は
一
二
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
な
る
。
南
端
は
日
野
郡
日
南
町
大

字
豊
栄
で
北
緯
三
五
度
三
分
、
北
端
は
岩
美
郡
岩
美
町
大
字
陸
上
で
北
緯
三
五
度
三
六
分
で
あ
り
、
南
北
の
距
離
は
六
一
・
八
五
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
と
な
る
（
１
）

。
鳥
取
県
の
面
積
は
日
本
の
四
七
都
道
府
県
の
四
一
位
で
あ
り
、
平
均
面
積
約
八
千
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
半
分
以
下

の
細
長
く
規
模
の
小
さ
い
県
で
あ
る
。

明
治
元
年
当
時
の
鳥
取
藩
は
、
旧
因
幡
国
の
八
郡
（
邑
美
郡
・
法
美
郡
・
岩
井
郡
・
八
上
郡
・
八
東
郡
・
智
頭
郡
・
高
草
郡
・
気
多
郡
）
と
旧

伯
耆
国
の
六
郡
（
河
村
郡
・
久
米
郡
・
八
橋
郡
・
汗
入
郡
・
会
見
郡
・
日
野
郡
）
で
構
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
現
在
の
鳥
取
県
の
領
域
と
同

じ
で
あ
る
。
明
治
四
年
七
月
の
廃
藩
置
県
の
と
き
に
は
、
旧
因
幡
国
の
八
郡
と
旧
伯
耆
国
の
六
郡
の
鳥
取
藩
の
領
域
に
、
旧
播
磨
国
の
三

郡
の
一
部
を
加
え
る
形
で
鳥
取
県
が
誕
生
し
た
。
同
年
一
一
月
に
播
磨
国
の
三
郡
は
姫
路
県
（
後
の
兵
庫
県
）
に
編
入
さ
れ
た
が
、
逆
に

一
二
月
に
も
と
も
と
松
江
藩
の
管
轄
に
属
し
、
廃
藩
置
県
で
浜
田
藩
の
管
轄
区
域
と
さ
れ
た
旧
隠
岐
国
が
島
根
県
か
ら
鳥
取
県
に
編
入
さ

れ
た
。
し
か
し
明
治
九
年
八
月
に
鳥
取
県
は
島
根
県
に
合
併
さ
れ
消
滅
し
て
い
る
。
鳥
取
県
と
島
根
県
は
境
港
や
中
海
を
挟
ん
で
影
響
し

あ
っ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

旧
鳥
取
県
民
が
熱
心
に
再
置
運
動
を
行
っ
た
こ
と
が
実
り
、
明
治
一
四
年
九
月
に
旧
因
幡
国
の
八
郡
と
旧
伯
耆
国
の
六
郡
の
領
域
は
島

根
県
か
ら
分
離
独
立
し
再
び
鳥
取
県
と
な
っ
た
。
明
治
元
年
の
鳥
取
藩
を
鳥
取
県
と
し
て
再
興
し
た
後
は
、
鳥
取
県
は
内
部
で
の
郡
や
市

町
村
の
合
併
を
繰
り
返
し
て
は
き
た
が
、
県
境
を
変
え
る
よ
う
な
動
き
に
遭
遇
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
明
治
の
大
合
併
の
流
れ
の
中
、

明
治
二
一
年
の
「
市
制
・
町
村
制
」
の
影
響
を
受
け
て
、
明
治
二
二
年
一
〇
月
一
日
に
邑
美
郡
と
法
美
郡
か
ら
鳥
取
市
が
誕
生
し
、
鳥
取

二
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県
は
一
市
・
四
町
・
二
三
三
村
の
合
計
二
三
八
市
町
村
（
一
四
郡
）
と
な
っ
た
。
明
治
二
三
年
の
「
府
県
制
」「
郡
制
」
制
定
を
受
け
て
、

鳥
取
県
で
は
明
治
二
九
年
四
月
に
郡
の
再
編
が
実
施
さ
れ
、
旧
因
幡
郡
の
八
郡
は
、
邑
美
郡
と
法
美
郡
と
岩
井
郡
が
合
併
し
て
岩
美
郡
に
、

八
上
郡
と
八
東
郡
と
智
頭
郡
が
合
併
し
て
八
頭
郡
に
、
高
草
郡
と
気
多
郡
が
合
併
し
て
気
高
郡
と
な
り
、
三
郡
に
再
編
さ
れ
た
。
他
方
、

旧
伯
耆
国
の
六
郡
は
、
河
村
郡
と
久
米
郡
と
八
橋
郡
が
合
併
し
て
東
伯
郡
に
、
汗
入
郡
と
会
見
郡
が
合
併
し
て
西
伯
郡
と
な
り
、
合
併
し

な
か
っ
た
日
野
郡
と
あ
わ
せ
て
三
郡
に
再
編
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
鳥
取
県
は
一
市
六
郡
と
な
っ
た
。
旧
伯
耆
国
の
領
域
は
西
伯
郡
と
東
伯

郡
・
日
野
郡
の
二
つ
の
区
域
が
並
立
す
る
形
と
な
っ
た
。

そ
の
後
も
鳥
取
県
内
の
市
町
村
で
は
徐
々
に
合
併
が
進
み
、
大
正
一
四
年
一
〇
月
一
日
に
は
鳥
取
市
と
六
つ
の
郡
の
一
八
七
町
村
の
合

計
一
八
八
市
町
村
と
な
っ
た
。
昭
和
二
年
に
西
伯
郡
か
ら
米
子
市
が
誕
生
し
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
昭
和
二
五
年
一
〇
月
で
も
、
鳥

取
県
内
の
市
町
村
は
、
鳥
取
市
と
米
子
市
の
二
市
の
ほ
か
六
郡
に
二
三
町
一
四
五
村
が
置
か
れ
、
合
計
一
七
〇
の
市
町
村
が
存
在
し
て
い

た
。
明
治
の
大
合
併
以
降
、
第
二
次
世
界
大
戦
終
了
時
ま
で
に
、
鳥
取
県
内
の
市
町
村
数
は
合
併
に
よ
り
、
約
三
分
の
二
に
減
少
し
た
こ

と
が
わ
か
る
。

昭
和
の
大
合
併
の
た
め
に
、
三
年
間
の
時
限
法
で
あ
る
町
村
合
併
促
進
法
が
施
行
さ
れ
た
昭
和
二
八
年
一
〇
月
一
日
に
倉
吉
市
が
誕
生

し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
鳥
取
県
は
鳥
取
市
と
米
子
市
と
倉
吉
市
の
そ
れ
ぞ
れ
が
地
域
の
中
核
的
機
能
を
担
う
体
制
が
確
立
さ
れ
た
と
い
え

る
。
昭
和
の
大
合
併
前
期
の
昭
和
三
〇
年
一
〇
月
の
鳥
取
県
の
市
町
村
は
三
市
三
一
町
二
二
村
（
六
郡
）
の
合
計
五
六
市
町
村
で
あ
っ
た
。

昭
和
三
一
年
四
月
一
日
に
は
境
港
市
が
誕
生
し
た
。
昭
和
三
一
年
六
月
に
五
年
間
の
時
限
法
で
あ
る
新
市
町
村
建
設
促
進
法
が
施
行
を
受

け
て
鳥
取
県
の
市
町
村
合
併
が
継
続
さ
れ
、
昭
和
三
五
年
一
〇
月
の
鳥
取
県
の
市
町
村
数
は
四
市
三
二
町
四
村
（
六
郡
）
の
合
計
四
〇
市

町
村
と
な
っ
た
。
鳥
取
県
内
の
市
町
村
は
合
併
に
よ
っ
て
約
四
分
の
一
に
再
編
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
昭
和
四
五
年
一
〇
月
に
鳥
取
県
の
市

三



政
経
研
究　

第
四
十
八
巻
第
二
号
（
二
〇
一
一
年
十
月
）

（
一
三
六
）

町
村
数
は
四
市
三
一
町
四
村
（
六
郡
）
の
合
計
三
九
市
町
村
と
な
り
、
鳥
取
県
で
平
成
の
大
合
併
推
進
直
前
の
平
成
一
六
年
八
月
三
一
日

ま
で
継
続
さ
れ
た
。

昭
和
四
五
年
か
ら
平
成
一
六
年
八
月
三
一
日
ま
で
の
、
鳥
取
県
の
市
町
村
の
状
況
を
郡
単
位
で
み
る
と
以
下
の
通
り
と
な
る
。
市
は
鳥

取
市
、
米
子
市
、
倉
吉
市
、
境
港
市
の
四
市
で
あ
る
。
鳥
取
市
に
隣
接
す
る
岩
美
郡
に
は
岩
美
町
、
国
府
町
、
福
部
村
の
二
町
一
村
が
、

八
頭
郡
に
は
若
桜
町
、
智
頭
町
、
郡
家
町
、
船
岡
町
、
八
東
町
、
川
原
町
、
用
瀬
町
、
佐
治
村
の
七
町
一
村
が
、
気
高
郡
に
は
気
高
町
、

鹿
野
町
、
青
谷
町
の
三
町
が
存
在
し
た
。
倉
吉
市
に
隣
接
す
る
東
伯
郡
に
は
羽
合
町
、
東
郷
町
、
泊
村
、
北
條
町
、
大
栄
町
、
東
伯
町
、

赤
碕
町
、
関
金
町
、
三
朝
町
の
八
町
一
村
が
存
在
し
た
。
米
子
市
に
隣
接
す
る
西
伯
郡
に
は
中
山
町
、
名
和
町
、
大
山
町
、
淀
江
町
、
日

吉
津
村
、
西
伯
町
、
会
見
町
、
岸
本
町
の
七
町
一
村
が
存
在
し
た
。
日
野
郡
に
は
溝
口
町
、
江
府
町
、
日
野
町
、
日
南
町
の
四
町
が
存
在

し
て
い
た
。
境
港
市
は
米
子
市
と
隣
接
し
て
い
る
が
他
の
市
町
村
と
は
接
し
て
お
ら
ず
、
中
海
を
挟
ん
で
島
根
県
と
隣
接
し
て
い
る
（
２
）

。

鳥
取
県
の
四
市
三
一
町
四
村
体
制
の
実
情
を
、
平
成
一
二
年
の
国
勢
調
査
の
人
口
で
み
る
と
、
鳥
取
市
一
五
万
四
三
九
人
、
米
子
市

一
三
万
八
七
五
六
人
、
倉
吉
市
四
万
九
七
一
一
人
、
境
港
市
三
万
六
八
四
三
人
で
、
市
部
に
は
三
七
万
五
七
四
九
人
が
住
ん
で
お
り
、
県

民
全
体
の
六
割
強
が
市
部
に
住
ん
で
い
た
。
岩
美
郡
の
岩
美
町
は
一
万
四
〇
一
五
人
、
国
府
町
は
八
六
二
〇
人
、
福
部
村
は
三
四
五
一
人

で
あ
り
、
八
頭
郡
の
若
桜
町
は
四
九
九
八
人
、
智
頭
町
は
九
三
八
三
人
、
郡
家
町
は
一
万
九
人
、
船
岡
町
は
四
六
六
四
人
、
八
東
町
五
五
七
二

人
、
河
原
町
は
八
三
八
二
人
、
用
瀬
町
は
四
三
二
四
人
、
佐
治
村
は
二
八
三
五
人
で
あ
り
、
気
高
郡
の
気
高
町
は
一
万
四
人
、
鹿
野
町
は

四
五
九
四
人
、
青
谷
町
は
八
〇
九
五
人
で
あ
っ
た
。
東
伯
郡
の
羽
合
町
は
七
七
六
七
人
、
東
郷
町
は
六
五
五
八
人
、
泊
村
は
三
〇
五
六
人
、

北
條
町
は
七
八
六
五
人
、
大
栄
町
は
九
〇
五
〇
人
、
東
伯
町
は
一
万
二
〇
九
八
人
、
赤
碕
町
は
八
三
四
四
人
、
関
金
町
は
四
三
一
六
人
、

三
朝
町
は
七
九
二
一
人
で
あ
っ
た
。
西
伯
郡
の
中
山
町
は
五
二
三
三
人
、
名
和
町
は
七
五
九
八
人
、
大
山
町
は
六
七
三
〇
人
、
淀
江
町
は

四
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図 １　鳥取県内の市町村

＜市＞ ＜岩美郡＞ ＜八頭郡＞ ＜東伯郡＞ ＜西伯郡＞ ＜日野郡＞

鳥取市 岩美町 八頭町 湯梨浜町 日吉津村 日南町

米子市 若桜町 三朝町 大山町 日野町

倉吉市 智頭町 北栄町 南部町 江府町

境港市 琴浦町 伯耆町

■ 平成 16 年 9 月 1 日に東伯町と赤碕町は合併して琴浦町となりました。

■ 平成 16 年 10 月 1 日に羽合町、泊村、東郷町は合併して湯梨浜町となりました。

■ 平成 16 年 10 月 1 日に西伯町と会見町は合併して南部町となりました。

■ �平成 16 年 11 月 1 日に鳥取市、国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町、青谷

町は合併して鳥取市となりました。

■ 平成 17 年 1 月 1 日に岸本町と溝口町は合併して伯耆町となりました。

■ 平成 17 年 3 月 22 日に倉吉市と関金町は合併して倉吉市となりました。

■ 平成 17 年 3 月 28 日に大山町、名和町、中山町は合併して大山町となりました。

■ 平成 17 年 3 月 31 日に米子市、淀江町は合併して米子市となりました。

■ 平成 17 年 3 月 31 日に郡家町、船岡町、八東町は合併して八頭町となりました。

■ 平成 17 年 10 月 1 日に北条町、大栄町は合併して北栄町となりました。

■ 平成 17 年 10 月 1 日に鳥取市は特例市に移行しました。

出典：http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=9577

五
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表 １　鳥取県の平成の大合併の流れ
平成 16 年 8 月 31 日までの鳥取県内市町村 平成 17 年 10 月 1 日以降の鳥取県内市町村

市／郡 市町村名 人　口 人口比 市／郡 市町村名 人　口 人口比 面　積 面積比 備考

鳥�取�市 150,439 24.52% 鳥�取�市 195,957 32.98% 765.66 21.83% 合併で拡大

岩美郡

岩�美�町 14,015 2.28% 岩美郡 岩�美�町 12,922 2.17% 122.38 3.49%

国�府�町 8,620 1.40% 鳥取市と
合併福�部�村 3,451 0.56%

八頭郡

若�桜�町 4,998 0.81%

八頭郡

若�桜�町 4,072 0.68% 199.31 5.68%

智�頭�町 9,383 1.52% 智�頭�町 8,266 1.38% 224.61 6.40%

郡�家�町 10,009 1.63%

八�頭�町 19,386 3.26% 206.71 5.89% 合　併船�岡�町 4,664 0.76%

八�東�町 5,572 0.90%

河�原�町 8,382 1.36%
鳥取市と

合併
用�瀬�町 4,324 0.70%

佐�治�村 2,835 0.46%

気高郡

気�高�町 10,004 1.63%
鳥取市と

合併
鹿�野�町 4,594 0.74%

青�谷�町 8,095 1.31%

鳥取県東部 小　計 249,385 40.66% 鳥取県東部 小　計 240,603 40.50% 1518.67 43.28%

倉�吉�市 49,711 8.10%
倉�吉�市 50,830 8.55% 272.15 7.76% 合併で拡大

東伯郡

関�金�町 4,316 0.70%

羽�合�町 7,767 1.26%

東伯郡

湯梨浜町 17,670 2.97% 77.95 2.22% 合　併東�郷�町 6,558 1.06%

泊����村 3,056 0.49%

北�条�町 7,865 1.28%
北�栄�町 16,208 2.72% 57.15 1.63% 合　併

大�栄�町 9,050 1.47%

東�伯�町 12,098 1.97%
琴�浦�町 19,276 3.24% 139.92 3.99% 合　併

赤�碕�町 8,344 1.36%

三�朝�町 7,921 1.29% 三�朝�町 7,314 1.23% 233.46 6.65%

鳥取県中部 小　計 116,686 19.02% 鳥取県中部 小　計 111,298 18.73% 780.63 22.26%

米�子�市 138,756 22.62% 米�子�市 148,915 25.06% 132.21 3.77% 合併で拡大

境�港�市 36,843 0.60% 境�港�市 36,108 6.07% 28.79 0.82%

西伯郡

淀�江�町 9,081 1.48% 米子市と合併

中�山�町 5,233 0.85%

西伯郡

大�山�町 17,825 3.00% 189.79 5.41% 合　併名�和�町 7,598 1.23%

大�山�町 6,730 1.09%

日吉津村 2,971 0.48% 日吉津村 3,249 0.54% 4.16 0.12%

西�伯�町 8,168 1.33%
南�部�町 11,684 1.96% 114.03 3.25% 合　併

会�見�町 4,042 0.65%

岸�本�町 7,271 1.18%
伯�耆�町 11,740 1.97% 139.45 3.98%

郡をまたいだ
合併

日野郡

溝�口�町 5,392 0.87%

江�府�町 3,921 0.63%

日野郡

江�府�町 3,361 0.56% 124.66 3.55%

日�野�町 4,516 0.73% 日�野�町 3,809 0.64% 134.02 3.82%

日�南�町 6,696 1.09% 日�南�町 5,489 0.92% 340.87 9.72%

鳥取県西部 小　計 247,218 40.31% 鳥取県西部 小　計 242,180 40.76% 1207.98 34.44%

合　計 613,289 合　計 594,081 3507.28

　　　　　註 1　平成の大合併以前と、合併後の定住自立圏以外の人口は『市区町村プロフィール』鳥取県を参照した。

　　　　　註 2　平成の大合併以降の人口は、定住自立圏関連市町村は総務省『全国の定住自立圏の取り組み』を参照した。
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鳥
取
県
の
平
成
の
大
合
併
の
経
過
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
三
九
）

九
〇
八
一
人
、
日
吉
津
村
は
二
九
七
一
人
、
西
伯
町
は
八
一
六
八
人
、
会
見
町
は
四
〇
四
二
人
、
岸
本
町
は
七
二
七
一
人
で
あ
っ
た
。
日

野
郡
の
溝
口
町
は
五
三
九
二
人
、
江
府
町
は
三
九
二
一
人
、
日
野
町
は
四
五
一
六
人
、
日
南
町
は
六
六
九
六
人
で
あ
っ
た
（
３
）

。

鳥
取
県
の
市
町
村
は
、
平
成
の
大
合
併
が
終
了
し
た
平
成
一
七
年
一
〇
月
一
日
に
、
図
1
や
表
1
の
よ
う
に
、
四
市
一
四
町
一
村
の
合

計
一
九
市
町
村
と
な
り
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
鳥
取
県
の
市
町
村
合
併
の
歴
史
を
見
る
と
、
戦
前
は
県
東
部
を
占
め
る
旧
因
幡
国
と
、

県
西
部
に
位
置
す
る
伯
耆
国
を
そ
れ
ぞ
れ
対
象
に
し
て
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
心
が
鳥
取
市
と
米
子
市
で
あ
っ
た
。
昭
和
の
大
合
併
期

に
、
鳥
取
県
の
水
産
業
の
中
心
で
あ
る
境
港
が
市
へ
昇
格
し
、
東
西
に
長
い
鳥
取
県
の
中
間
部
の
中
心
市
と
し
て
倉
吉
市
が
設
置
さ
れ
た
。

そ
れ
ゆ
え
鳥
取
県
は
、
鳥
取
市
を
中
心
と
し
た
県
東
部
と
、
倉
吉
市
を
中
心
と
し
た
県
中
央
部
と
、
米
子
市
を
中
心
と
し
た
県
西
部
が
並

立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
日
本
海
に
面
し
た
県
北
部
と
、
中
国
山
脈
に
接
す
る
農
山
村
が
中
心
の
県
南
部
の
間
に
も
地
域
的
な
特
徴

の
相
違
が
み
ら
れ
る
。

鳥
取
市
は
周
辺
の
岩
美
郡
と
八
頭
郡
と
気
高
郡
の
町
村
と
の
合
併
を
推
進
し
た
。
そ
の
結
果
、
岩
美
郡
の
国
府
町
、
福
部
村
、
八
頭
郡

の
川
原
町
、
用
瀬
町
、
佐
治
村
、
気
高
郡
の
気
高
町
、
鹿
野
町
、
青
谷
町
は
、
平
成
一
六
年
一
一
月
一
日
に
合
併
に
よ
っ
て
鳥
取
市
の
一

部
と
な
っ
た
。
岩
美
郡
で
は
岩
美
町
だ
け
が
町
と
し
て
残
っ
た
。
八
頭
郡
で
は
郡
家
町
と
船
岡
町
と
八
東
町
が
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日

に
合
併
し
て
八
頭
町
と
な
っ
た
。
若
桜
町
と
智
頭
町
は
そ
の
ま
ま
町
と
し
て
残
っ
た
。
ま
た
気
高
郡
は
構
成
し
て
い
た
三
つ
の
町
が
鳥
取

市
の
一
部
と
な
っ
た
こ
と
で
消
滅
し
た
。
こ
の
地
域
は
一
市
・
四
町
と
な
っ
た
。

倉
吉
市
と
接
し
て
い
る
郡
は
、
以
前
の
郡
の
合
併
の
影
響
も
あ
っ
て
東
伯
郡
だ
け
で
あ
る
。
倉
吉
市
は
一
部
江
府
町
と
接
し
て
は
い
る

が
、
単
純
に
言
え
ば
岡
山
県
と
東
伯
郡
に
囲
ま
れ
て
い
る
地
域
で
あ
る
。
東
伯
郡
の
八
市
一
町
の
中
で
倉
吉
市
と
合
併
し
た
の
は
、
岡
山

県
と
江
府
町
と
接
し
て
い
た
関
金
町
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
東
伯
郡
に
囲
ま
れ
た
倉
吉
市
は
岡
山
県
や
江
府
町
と
接
す
る
よ
う
に
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八
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年
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）

（
一
四
〇
）

な
っ
た
。
平
成
の
大
合
併
の
中
で
、
関
金
町
は
平
成
一
七
年
三
月
二
二
日
に
倉
吉
市
の
一
部
と
な
り
、
東
伯
郡
の
中
で
は
三
朝
町
だ
け
は

合
併
し
な
か
っ
た
。
他
の
町
村
を
み
る
と
、
平
成
一
六
年
九
月
一
日
に
東
伯
町
と
赤
碕
町
は
合
併
し
て
琴
浦
町
と
な
り
、
同
年
一
〇
月
一

日
に
は
羽
合
町
と
泊
村
と
東
郷
町
が
合
併
し
て
湯
梨
浜
町
と
な
り
、
一
年
後
に
は
北
条
町
と
大
栄
町
が
合
併
し
て
北
栄
町
と
な
っ
た
。
そ

の
結
果
、
こ
の
地
域
も
東
部
と
同
様
に
一
市
・
四
町
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

米
子
市
は
平
成
一
七
年
三
月
三
一
日
の
合
併
に
よ
っ
て
西
伯
郡
の
淀
江
町
を
取
り
込
ん
だ
。
西
伯
郡
で
は
唯
一
日
吉
津
村
だ
け
は
合
併

し
な
か
っ
た
。
平
成
一
六
年
一
〇
月
一
日
に
西
伯
町
と
会
見
町
が
合
併
し
て
南
部
町
と
な
り
、
一
七
年
三
月
二
八
日
に
は
中
山
町
と
名
和

町
と
大
山
町
が
合
併
し
て
大
山
町
と
な
っ
た
。
唯
一
郡
を
超
え
て
合
併
を
し
た
の
が
西
伯
郡
岸
本
町
と
日
野
郡
溝
口
町
で
、
合
併
し
て
伯

耆
町
と
な
り
西
伯
郡
の
区
域
と
な
っ
た
。
日
野
郡
で
合
併
し
た
の
は
溝
口
町
だ
け
で
あ
り
、
日
南
町
と
日
野
町
と
江
府
町
は
そ
の
ま
ま

残
っ
た
。
境
港
市
も
合
併
は
し
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
西
部
地
域
は
二
市
・
六
町
・
一
村
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
米
子
市
と

日
本
海
で
囲
ま
れ
る
形
で
、
鳥
取
県
で
唯
一
の
村
で
あ
る
日
吉
津
村
が
残
っ
た
。

平
成
の
大
合
併
後
の
鳥
取
県
内
の
市
町
村
の
人
口
と
面
積
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
た
。
鳥
取
市
は
岩
美
郡
の
国
府
町
と
福
部
村
、
八
頭

郡
の
川
原
町
と
用
瀬
町
と
佐
治
村
、
気
高
郡
の
気
高
町
と
鹿
野
町
と
青
谷
町
と
合
併
し
た
結
果
、
人
口
は
一
九
万
五
九
五
七
人
で
県
の

三
三
・
〇
％
、
面
積
は
七
六
五
・
六
六
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
県
の
二
一
・
八
％
と
な
っ
た
。
岩
美
郡
岩
美
町
は
一
万
二
九
二
二
人
で

二
・
二
％
、
一
二
二
・
三
八
で
三
・
五
％
と
な
っ
た
。
八
頭
郡
の
郡
家
町
と
船
岡
町
と
八
東
町
が
合
併
し
て
で
き
た
八
頭
町
は
一
万
九
三
八
六

人
で
三
・
三
％
、
二
〇
六
・
七
一
で
五
・
九
％
と
な
り
、
若
桜
町
は
四
〇
七
二
人
で
〇
・
七
％
、
一
九
九
・
三
一
で
五
・
七
％
、
智
頭
町
は
八
二
六
六

人
で
一
・
四
％
、
二
二
四
・
六
一
で
六
・
四
％
と
な
っ
て
い
る
。

倉
吉
市
は
関
金
町
と
合
併
し
五
万
八
三
〇
人
で
八
・
六
％
、
二
七
二
・
一
五
で
七
・
八
％
と
な
っ
た
。
東
伯
郡
の
三
朝
町
は
七
三
一
四
人

八



鳥
取
県
の
平
成
の
大
合
併
の
経
過
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
四
一
）

で
一
・
二
％
、
二
三
三
・
四
六
で
六
・
七
％
、
東
伯
町
と
赤
碕
町
の
合
併
で
誕
生
し
た
琴
浦
町
は
一
万
九
二
七
六
人
で
三
・
二
％
、
一
三
九
・
九
二

で
四
・
〇
％
、
羽
合
町
と
泊
村
と
東
郷
町
の
合
併
で
誕
生
し
た
湯
梨
浜
町
は
一
万
七
六
七
〇
人
で
三
・
〇
％
、
七
七
・
九
五
で
二
・
二
％
、
北

條
町
と
大
栄
町
の
合
併
で
誕
生
し
た
北
栄
町
は
一
万
六
二
〇
八
人
で
二
・
七
％
、
五
七
・
一
五
で
一
・
六
％
と
な
っ
て
い
る
。

米
子
市
は
淀
江
町
を
取
り
込
み
人
口
一
四
万
八
九
一
五
人
で
二
五
・
一
％
、
一
三
二
・
二
一
で
三
・
八
％
と
な
っ
た
。
境
港
市
は

三
万
六
一
〇
八
人
で
六
・
一
％
、
二
八
・
七
九
で
〇
・
八
二
％
と
な
っ
て
い
る
。
西
伯
郡
で
唯
一
合
併
し
な
か
っ
た
日
吉
津
村
は
三
二
四
九

人
で
〇
・
六
％
、
四
・
一
六
で
〇
・
一
％
と
な
っ
て
い
る
。
西
伯
町
と
会
見
町
の
合
併
で
誕
生
し
た
南
部
町
は
一
万
一
六
八
四
人
で
二
・
〇
％
、

一
一
四
・
〇
三
で
三
・
三
％
と
な
り
、
中
山
町
と
名
和
町
と
大
山
町
が
合
併
し
た
大
山
町
は
一
万
七
八
二
五
人
で
三
・
〇
％
、
一
八
九
・
七
九

で
五
・
四
％
と
な
り
、
西
伯
郡
岸
本
町
と
日
野
郡
溝
口
町
の
合
併
で
誕
生
し
西
伯
郡
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
伯
耆
町
は
一
万
一
七
四
〇

人
で
二
・
〇
％
、
一
三
九
・
四
五
で
四
・
〇
％
と
な
っ
た
。
合
併
し
な
か
っ
た
日
野
郡
の
日
南
町
は
五
四
八
九
人
で
〇
・
九
％
、
三
四
〇
・
八
七

で
九
・
七
％
、
日
野
町
は
三
八
〇
九
人
で
〇
・
六
％
、
一
三
四
・
〇
二
で
三
・
八
％
、
江
府
町
は
三
三
六
一
人
で
〇
・
六
％
、
一
二
四
・
六
六
で

三
・
六
％
と
な
っ
て
い
る
（
４
）

。

都
道
府
県
内
の
市
町
村
数
の
実
態
は
、
一
七
九
市
町
村
を
抱
え
る
北
海
道
か
ら
一
五
市
町
村
を
抱
え
る
富
山
県
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、

平
均
は
三
六
・
六
市
町
村
と
な
っ
て
い
る
。
鳥
取
県
の
一
九
市
町
村
は
、
石
川
県
や
滋
賀
県
や
山
口
県
と
と
も
に
四
〇
位
で
あ
る
。
大
分

県
が
一
八
市
町
村
で
四
四
位
で
あ
り
、
一
七
市
町
村
の
福
井
県
と
香
川
県
が
続
い
て
い
る
。
鳥
取
県
よ
り
少
な
い
市
町
村
数
の
県
は
四
県

し
か
存
在
し
な
い
。
た
だ
し
鳥
取
県
よ
り
市
町
村
数
が
少
な
い
都
道
府
県
で
、
面
積
が
鳥
取
県
以
下
の
県
は
香
川
県
だ
け
で
あ
る
。
鳥
取

県
よ
り
面
積
が
小
さ
い
都
道
府
県
は
上
か
ら
佐
賀
県
、
神
奈
川
県
、
沖
縄
県
、
東
京
都
、
大
阪
府
、
香
川
県
の
順
で
あ
り
、
面
積
が
小
さ

く
人
口
の
多
い
都
道
府
県
で
は
あ
ま
り
平
成
の
大
合
併
は
進
展
し
て
い
な
か
っ
た
。
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市
の
数
が
最
多
な
の
は
四
〇
市
の
埼
玉
県
で
、
最
少
は
四
市
の
鳥
取
県
で
あ
る
。
鳥
取
県
に
次
ぐ
の
は
島
根
県
と
徳
島
県
と
香
川
県
で

あ
る
が
そ
れ
で
も
八
市
で
あ
り
、
鳥
取
県
が
極
端
に
少
な
い
。
町
の
数
が
最
多
な
の
は
一
二
九
町
の
北
海
道
で
あ
り
、
最
少
は
三
町
の
大

分
県
で
あ
る
。
た
だ
し
第
二
位
が
三
一
町
の
福
島
県
で
あ
り
、
北
海
道
が
突
出
し
て
い
る
。
北
海
道
を
除
く
四
六
都
府
県
の
町
の
平
均
数

は
一
三
・
六
町
で
あ
り
、
鳥
取
県
の
一
四
町
は
ほ
ぼ
平
均
数
と
い
え
る
。
村
の
数
は
最
多
の
長
野
県
の
三
五
村
か
ら
ゼ
ロ
の
一
三
県
ま
で

さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
村
が
一
つ
の
府
県
は
鳥
取
県
を
ふ
く
め
て
一
〇
の
府
県
が
存
在
し
、
日
本
の
ほ
ぼ
半
数
の
府
県
が
一
村
か
ゼ
ロ
村
と

な
っ
て
い
る
。
平
均
が
四
村
で
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
、
鳥
取
県
は
村
の
数
の
少
な
い
県
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
５
）

。
な
お
、
鳥
取
県
の
市
部
に

は
県
人
口
の
七
割
強
が
住
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
人
口
の
都
市
集
中
と
い
う
よ
り
も
、
合
併
の
結
果
と
い
う
側
面
が
強
い
。

二　

全
国
総
合
開
発
計
画
と
鳥
取
県
の
三
地
域

鳥
取
県
の
人
口
は
五
九
万
四
〇
八
一
人
で
四
七
都
道
府
県
の
中
で
最
も
少
な
い
。
四
六
位
は
人
口
七
一
万
人
強
の
島
根
県
で
あ
り
、
人

口
五
十
万
人
台
の
都
道
府
県
は
鳥
取
県
だ
け
で
あ
る
。
面
積
も
前
述
の
よ
う
に
約
三
五
〇
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
全
国
四
一
位
で
あ
り
、

小
規
模
な
都
道
府
県
の
一
つ
で
あ
る
。
た
だ
し
人
口
密
度
は
全
国
平
均
の
三
四
三
人
の
約
半
分
の
一
六
八
・
五
五
人
で
あ
る
が
、
全
国
で

三
七
位
で
あ
り
、
面
積
の
割
に
人
口
が
極
端
に
少
な
い
わ
け
で
は
な
い
（
６
）

。

歴
史
か
ら
み
る
と
、
鳥
取
県
は
旧
因
幡
国
と
旧
伯
耆
国
の
二
国
で
誕
生
し
た
。
旧
因
幡
国
の
圏
域
の
面
積
は
県
内
の
四
三
・
三
％
の

一
五
一
八
・
六
七
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
旧
伯
耆
国
は
五
六
・
七
％
の
一
九
八
八
・
五
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
旧
播
磨
国

の
圏
域
の
人
口
は
、
県
の
総
人
口
の
約
四
〇
・
五
％
の
二
四
万
〇
六
〇
三
人
で
あ
り
、
旧
伯
耆
国
は
約
五
九
・
五
％
の
三
五
万
三
四
七
八
人

で
あ
る
。
人
口
も
面
積
も
ほ
ぼ
四
対
六
の
割
合
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
旧
因
幡
国
の
区
域
は
鳥
取
県
の
「
東
部
地
域
」
と
さ
れ
、
若

一
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鳥
取
県
の
平
成
の
大
合
併
の
経
過
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
四
三
）

干
広
域
で
人
口
も
多
い
旧
伯
耆
国
の
区
域
は
、
鳥
取
県
が
縦
長
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
東
部
に
隣
接
し
鳥
取
県
の
総
面
積
の
二
二
・
三
％
、

人
口
の
一
八
・
七
％
占
め
る
旧
東
伯
郡
の
区
域
は
「
中
部
地
域
」
と
よ
ば
れ
、
中
部
と
島
根
県
に
隣
接
す
る
残
り
の
区
域
は
「
西
部
地
域
」

と
さ
れ
る
。
鳥
取
県
は
、
県
の
面
積
・
人
口
と
も
ほ
ぼ
四
〇
％
ず
つ
を
占
め
る
「
東
部
」
と
「
西
部
」、
そ
の
中
間
で
ほ
ぼ
二
〇
％
を
占

め
る
「
中
部
」
の
三
地
域
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

市
町
村
合
併
が
適
切
な
規
模
の
基
礎
自
治
体
を
創
設
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
し
て
、
基
礎
自
治
体
の
適
正
規
模
の
標
準
が
存
在
す
る

わ
け
で
も
な
く
、
地
方
公
共
団
体
の
規
模
は
地
方
自
治
に
対
す
る
理
念
や
社
会
的
な
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。
昭
和
の
大
合

併
で
創
設
さ
れ
た
新
し
い
市
町
村
も
、
戦
後
復
興
策
で
あ
る
社
会
的
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
の
復
興
整
備
と
そ
の
拡
充
策
な
ど
に

よ
っ
て
、
時
代
と
の
齟
齬
を
き
た
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
鉄
道
網
や
道
路
網
そ
し
て
港
湾
や
空
港
の
復
興
整
備
と
拡
張
な
ど
は
、

人
々
の
日
常
生
活
や
経
済
活
動
の
領
域
を
拡
大
さ
せ
た
。
こ
う
し
た
生
活
空
間
の
拡
大
と
そ
れ
に
対
応
し
た
サ
ー
ビ
ス
等
の
提
供
の
た
め

に
、
基
礎
自
治
体
の
多
く
は
複
数
の
一
部
事
務
組
合
な
ど
を
組
織
し
、
広
域
的
行
政
へ
の
対
応
を
は
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
昭
和
四
二
年

に
二
二
〇
二
組
合
で
あ
っ
た
一
部
事
務
組
合
は
、
昭
和
四
九
年
に
は
三
〇
三
九
組
合
ま
で
増
加
し
た
。
当
時
の
三
二
五
六
市
町
村
で
一
部

事
務
組
合
構
成
団
体
数
は
二
万
五
九
八
八
市
町
村
で
あ
り
、
一
組
合
当
た
り
の
構
成
団
体
数
は
約
八
・
六
市
町
村
で
あ
り
、
一
つ
の
市
町

村
は
平
均
八
つ
の
一
部
事
務
組
合
に
加
盟
し
て
い
た
。

そ
の
後
一
部
事
務
組
合
は
減
少
し
始
め
、
平
成
二
〇
年
に
は
一
四
四
九
団
体
と
な
り
、
一
つ
の
市
区
町
村
は
平
均
六
・
三
の
一
部
事
務

組
合
等
に
参
加
し
て
い
る
（
７
）

。
一
部
事
務
組
合
の
減
少
の
主
な
原
因
と
し
て
、
市
町
村
合
併
の
進
展
と
昭
和
四
九
年
の
複
合
一
部
事
務
組
合

制
度
の
導
入
が
あ
る
。
郡
は
昭
和
二
二
年
に
六
一
二
存
在
し
た
が
、
平
成
一
八
年
に
は
四
〇
八
、
平
成
二
三
年
に
は
三
七
七
ま
で
減
少
し

て
い
る
。
昭
和
の
大
合
併
や
平
成
の
大
合
併
の
影
響
も
あ
り
、
郡
を
単
位
あ
る
い
は
郡
を
超
え
た
広
域
的
な
市
の
形
成
や
、
郡
の
合
併
や

一
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（
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四
）

統
合
な
ど
に
よ
っ
て
郡
そ
の
も
の
が
減
少
し
て
い
っ
た
。

戦
後
復
興
は
三
大
都
市
圏
の
発
展
を
促
し
、
地
域
間
格
差
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
、
日
本
の
地
域
間
の
均
衡
あ
る
発
展
を
基
本

目
標
と
し
て
策
定
さ
れ
た
、
昭
和
三
七
年
の｢

全
国
総
合
開
発
計
画｣

（
一
全
総
）
は
、
一
五
の
新
産
業
都
市
と
六
つ
の
工
業
整
備
特
別
地

域
を
設
定
し
、
こ
の
二
一
地
域
を
中
心
に
地
方
圏
の
総
合
的
な
開
発
を
実
施
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
政
策
を
展
開
し
た
。
こ
れ
が
拠
点

開
発
方
式
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
鳥
取
県
と
島
根
県
を
ま
た
い
で
設
定
さ
れ
た
も
の
が
「
中
海
新
産
業
都
市
」
で
あ
る
。

鳥
取
県
側
で
は
米
子
市
、
境
港
市
、
西
伯
郡
西
伯
町
・
会
見
町
・
岸
本
町
・
伯
仙
町
・
日
吉
津
村
・
淀
江
町
・
大
山
町
・
名
和
町
・
中

山
町
、
日
野
郡
溝
口
町
が
指
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
現
在
の
米
子
市
と
境
港
市
と
大
山
町
と
南
部
町
と
伯
耆
町
に
相
当
す
る
地
域
で
あ
り
、

日
野
郡
に
属
し
て
い
た
溝
口
町
が
西
伯
郡
の
岸
本
町
と
合
併
し
て
伯
耆
町
と
な
り
伯
耆
郡
の
一
部
と
な
っ
た
一
因
と
考
え
ら
れ
る
。
島
根

県
側
で
は
松
江
市
、
出
雲
市
、
安
来
市
、
平
田
市
、
八
束
郡
鹿
島
町
・
島
根
村
・
美
保
関
町
・
東
出
雲
町
・
玉
湯
町
・
宍
道
町
・
八
束

村
・
簸
川
郡
斐
川
町
・
大
社
町
が
指
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
現
在
の
松
江
市
の
一
部
、
出
雲
市
の
一
部
、
安
来
市
の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
計

画
が
、
中
海
を
挟
ん
だ
鳥
取
県
と
島
根
県
の
産
業
発
展
な
ど
の
関
係
の
、
戦
後
の
方
向
性
の
礎
と
な
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
（
８
）

。

交
通
通
信
網
の
発
展
整
備
は
人
々
の
行
動
範
囲
を
さ
ら
に
拡
大
さ
せ
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
形
で
展
開
さ
れ
た
政
策
の
一
つ
が
昭
和
四
四

年
の
「
新
全
国
総
合
開
発
計
画
」（
新
全
総
）
で
あ
る
。
新
全
総
に
お
い
て
自
治
省
（
当
時
）
は
、
人
口
集
中
地
域
で
あ
る
中
心
都
市
と
過

疎
化
が
み
ら
れ
る
周
辺
市
町
村
の
一
体
化
し
た
地
域
開
発
や
行
政
施
策
の
遂
行
の
必
要
性
な
ど
を
前
提
に
、
三
大
都
市
圏
を
除
く
地
域
に

広
域
市
町
村
圏
を
設
定
し
た
。
全
国
の
七
〇
九
一
万
四
三
五
六
人
が
居
住
す
る
二
九
三
二
市
町
村
に
三
三
八
圏
域
が
設
定
さ
れ
た
。
広
域

市
町
村
圏
一
圏
域
の
平
均
人
口
は
二
一
万
一
千
人
で
平
均
市
町
村
数
は
九
で
あ
っ
た
。
一
部
事
務
組
合
に
お
け
る
一
組
合
の
構
成
市
町
村

数
が
八
・
六
団
体
で
あ
り
、
一
部
事
務
組
合
の
圏
域
と
広
域
市
町
村
圏
の
圏
域
に
は
あ
る
程
度
の
類
似
性
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
（
９
）

。

一
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鳥
取
県
の
平
成
の
大
合
併
の
経
過
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
四
五
）

建
設
省
（
当
時
）
は
、
単
数
も
し
く
は
複
数
の
広
域
市
町
村
圏
を
単
位
と
し
て｢

地
方
生
活
圏｣

を
設
定
し
た
。

昭
和
四
八
年
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
と
そ
の
後
の
低
成
長
期
へ
の
移
行
の
影
響
を
受
け
て
、
昭
和
五
二
年
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
第
三
次

全
国
総
合
開
発
計
画
」（
三
全
総
）
は
、
中
心
政
策
の
一
つ
と
し
て｢

モ
デ
ル
定
住
圏
計
画｣

を
提
示
し
、
全
国
に
四
四
の｢

モ
デ
ル
定
住

圏｣

を
設
定
し
た
。
バ
ブ
ル
期
の
昭
和
六
二
年
に
設
定
さ
れ
た｢

第
四
次
全
国
総
合
開
発
計
画｣

（
四
全
総
）
は
、
総
合
保
養
地
整
備
法
と

地
方
拠
点
都
市
整
備
法
を
制
定
し
、
全
国
に
四
二
の
リ
ゾ
ー
ト
地
域
と
八
一
の
地
方
拠
点
都
市
地
域
を
設
定
し
た
。
た
だ
し
国
土
交
通
省

は
、
平
成
一
六
年
二
月
に
四
二
の｢

リ
ゾ
ー
ト
基
本
計
画｣

の
廃
止
を
含
め
た
抜
本
的
見
直
し
を
指
示
し
た
。
そ
の
結
果
一
二
の
基
本
計

画
が
廃
止
さ
れ
た
。
ま
た
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
を
も
っ
て｢

広
域
市
町
村
圏｣

と
「
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
」
は
廃
止
さ
れ
、｢

定
住

自
立
圏｣

に
移
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
（
10
）

。

鳥
取
県
の
三
地
域
に
は
、
昭
和
四
四
年
に
鳥
取
中
部
広
域
市
町
村
圏
、
翌
四
五
年
に
鳥
取
県
東
部
広
域
市
町
村
圏
、
四
六
年
に
鳥
取
県

西
部
広
域
市
町
村
圏
が
設
置
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
地
方
生
活
圏
」、「
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
」（
平
成
二
二
・
二
三
年
廃
止
）、｢

定

住
自
立
圏｣

（「
西
部
」
だ
け
は
米
子
市
と
境
港
市
の
み
）
の
指
定
を
受
け
て
い
る
。
た
だ
し
、
鳥
取
中
部
が｢

モ
デ
ル
生
活
圏｣

と
平
成

一
九
年
に
「
特
定
地
域
経
済
活
性
化
対
策
推
進
地
域
」
に
指
定
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
鳥
取
県
東
部
は
平
成
五
年
に
西
部
は
平
成
六
年
に

「
地
方
拠
点
都
市
地
域
」
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
鳥
取
県
西
部
を
中
心
に
平
成
三
年
に
「
ふ
る
さ
と
大
山
ふ
れ
あ
い
リ
ゾ
ー
ト
構
想
」

に
よ
る
リ
ゾ
ー
ト
整
備
も
実
施
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
鳥
取
中
部
は
第
一
次
産
業
を
中
心
と
し
た
自
然
環
境
豊
か
な
生
活
圏
域
と
考
え
ら
れ
、
他
の
二
つ
の
地
域
は
産
業
の

発
展
を
前
提
に
地
域
開
発
に
向
か
う
べ
き
地
域
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
鳥
取
県
東
部
は
鳥
取
市
を
中
心
と
し
て
一

体
化
型
の
発
展
を
目
指
す
べ
き
地
域
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
西
部
は
内
部
の
地
域
的
特
性
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
対
応
も
み
ら
れ
、

一
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六
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農
山
村
と
し
て
の
存
在
を
重
視
せ
ざ
る
を
得
な
い
地
域
と
、
島
根
県
と
の
関
連
を
重
視
し
な
が
ら
発
展
し
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る

地
域
が
併
存
し
て
い
る
。

表
2
の
よ
う
に
、
鳥
取
県
に
現
存
す
る
一
部
事
務
組
合
の
う
ち
、
広
域
市
町
村
圏
設
置
以
前
か
ら
継
続
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
昭
和
二

九
年
設
置
の
、
鳥
取
県
内
の
全
町
村
を
構
成
団
体
と
す
る
「
鳥
取
県
町
村
消
防
災
害
補
償
組
合
」、
米
子
市
と
日
吉
津
村
を
構
成
団
体
と

す
る
「
米
子
市
日
吉
津
村
中
学
校
組
合
」、
昭
和
三
三
年
に
設
置
さ
れ
た
鳥
取
県
と
島
根
県
が
構
成
団
体
と
す
る
「
境
港
管
理
組
合
」、
昭

和
三
六
年
の
鳥
取
県
内
の
全
町
村
と
四
組
合
が
構
成
団
体
と
な
っ
て
い
る
「
鳥
取
県
町
村
職
員
退
職
手
当
組
合
」、
昭
和
四
六
年
の
南
部

町
と
伯
耆
町
を
構
成
団
体
と
す
る
「
南
部
町
・
伯
耆
町
清
掃
施
設
管
理
組
合
」
と
日
野
町
と
江
府
町
と
日
南
町
を
構
成
団
体
と
す
る
「
日

野
町
江
府
町
日
南
町
衛
生
施
設
組
合
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
大
別
す
る
と
、
鳥
取
県
内
の
全
市
町
村
が
構
成
団
体
と
な
る
資
金
管
理
に
関

す
る
団
体
と
、
鳥
取
県
と
島
根
県
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
組
合
以
外
は
、
す
べ
て
鳥
取
県
西
部
に
位
置
す
る
市
町
村
が
関
連
す
る
組
合
で

あ
る
。
鳥
取
県
西
部
地
域
内
の
特
殊
性
が
う
か
が
え
る
。

た
だ
し
、
鳥
取
県
内
に
設
置
さ
れ
た
一
部
事
務
組
合
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
三
つ
の
広
域
市
町
村
圏
の
管
理
組
合
が
す
べ
て
複

合
一
部
事
務
組
合
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
地
域
を
単
位
と
し
て
、
そ
こ
に
存
在
し
て
い
た
複
数
の
一
部
事
務
組
合
を
解
散
し
て
一
つ

の
複
合
一
部
組
合
を
設
置
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
広
域
市
町
村
圏
の
設
置
は
、
複
合
一
部
事
務
組
合
の
設
置
に
よ
る
一
部
事
務
組
合
の
整

理
を
目
的
の
一
つ
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
鳥
取
県
内
の
一
部
事
務
組
合
も
そ
う
し
た
流
れ
の
中
で
整
理
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る（11
）

。

昭
和
四
四
年
に
設
置
さ
れ
た
鳥
取
中
部
広
域
市
町
村
圏
に
は
、
昭
和
四
六
年
に
「
中
部
市
町
村
共
同
施
設
管
理
組
合
」（
昭
和
五
二
年
に

「
中
部
広
域
行
政
管
理
組
合
」
に
名
称
変
更
）
が
一
部
事
務
組
合
と
し
て
設
立
さ
れ
た
。
こ
の
中
部
広
域
市
町
村
圏
は
昭
和
五
二
年
の｢

第
三

次
全
国
総
合
開
発
計
画｣

下
で｢

モ
デ
ル
定
住
圏｣

と
さ
れ
、
平
成
元
年
に
は
「
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
」
に
指
定
さ
れ
、
平
成
一
三
年
に

一
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表 ２　鳥取県の一部事務組合
一��部��事��務��組��合��の��名��称 構　　成　　団　　体　　名 設立年月日 共　　同　　処　　理　　事　　務

鳥取県東部広域行政管理組合 鳥取市、岩美郡・八頭郡の町 S46.12.20

地域拠点都市地域基本計画、ふるさと市
町村圏計画、し尿処理、消防、不燃物処
理、可燃物処理施設の建設、火葬場、介
護保険（要介護、要支援認定に係る審査、
判定）、障害認定審査、休日急患歯科診
療業務運営、最終処分場跡地利用、汚泥
運搬事務、県からの移譲事務（【1】火薬
類の消費等に係る許可　【2】液化石油ガ
ス設備工事届の受理）

鳥取県西部広域行政管理組合
米子市、境港市、西伯郡、日野
郡の町村

Ｓ 47.�6.�1

ふるさと市町村圏計画、不燃物処理、広
域福祉センター、消防、視聴覚ライブラ
リー、病院群輪審制病院運営、広域観光、
火葬場、介護保険（要介護、要支援認定
に係る審査、判定）、障害認定審査、し
尿処理、可燃物処理、県からの移譲事務

（【1】火薬類の消費等に係る許可　【2】
液化石油ガス設備工事等の受理）

八　頭　環　境　施　設　組　合 鳥取市、八頭町、若桜町、智頭町 H13.4.1 ごみ処理

南部町・伯耆町清掃施設管理組合 南部町、伯耆町 Ｓ 46.�4.�1 ごみ処理

日野町�江府町�日南町衛生施設組合 日野町、江府町、日南町 S46.10.20 し尿処理、ごみ処理

鳥取県町村消防災害補償組合 全町村 Ｓ 29.10.�1 消防団員及び水防団員に係る損害補償

鳥取県町村職員退職手当組合
全町村、鳥取中部ふるさと広域
連合ほか 4 組合

Ｓ 36.�7.�8 退職手当

米子市日吉津村中学校組合 米子市、日吉津村 S29.10.20 中学校

玉　井　斎　場　管　理　組　合 境港市、島根県松江市 H6.12.21 火葬場

日　��野　��病　��院　��組　��合 日野町、江府町、伯耆町 Ｈ 8.�3.21 病院

境　��港　��管　��理　��組　��合 鳥取県、島根県 Ｓ 33.�4.�1 境港の管理運営

鳥取県自治振興課広域連合・一部事務組合を参照し作成した。

表 3　鳥取県の広域連合
広　域　連　合　の　名　称 構　成　団　体　名 設立年月日 共　　同　　処　　理　　事　　務

鳥取中部ふるさと広域連合 倉吉市、東伯郡の町 H10.4.1

ふるさと市町村圏計画、ごみ処理、し尿
処理、火葬場、消防、交通共済、固定資
産評価審査、滞納整理、休日急患診療所、
病院群輪審制病院運営、介護保険（要介
護、要支援認定に係る審査、判定）、県
からの移譲事務（【1】火薬類の消費等に
係る許可　【2】液化石油ガス設備工事届
の受理）

南�部�箕�蚊�屋�広�域�連�合 南部町、伯耆町、日吉津村 H11.7.19

介護保険（要介護、要支援認定に係る審
査、判定に関するものを除く）老人保健
福祉計画、県からの移譲事務（指定居宅
サービス事業者、指定居宅介護支援事業
者、指定介護予防サービス事業者の指
定）�

鳥取県後期高齢者医療広域連合 鳥取県内全市町村 H19.2.1

後期高齢者医療制度に係る、被保険者の
資格管理に関する事務、医療給付に関す
る事務、保険料の賦課に関する事務、保
健事業に関する事務

鳥取県自治振興課広域連合・一部事務組合を参照し作成した。

一
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は
「
特
定
地
域
経
済
活
性
化
対
策
推
進
地
域
」
に
指
定
（
平
成
一
六
年
に
再
指
定
）
さ
れ
て
い
る
。
圏
域
の
事
務
の
共
同
処
理
の
主
体
は
、

平
成
一
〇
年
に
「
鳥
取
中
部
ふ
る
さ
と
広
域
連
合
」
に
移
行
し
、
現
在
で
は
、
ご
み
処
理
、
し
尿
処
理
、
火
葬
場
、
消
防
、
交
通
災
害
共

済
、
固
定
資
産
評
価
、
滞
納
整
理
、
休
日
診
療
所
、
介
護
認
定
審
査
事
務
、
広
域
観
光
等
の
推
進
に
関
す
る
共
同
処
理
事
務
、
鳥
取
県
か

ら
の
権
限
移
譲
事
務
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
（
12
）

。

構
成
団
体
を
現
在
の
市
町
村
で
示
す
と
、
倉
吉
市
と
三
朝
町
と
琴
浦
町
と
湯
梨
浜
町
と
北
栄
町
の
一
市
・
四
町
で
あ
り
、
面
積

七
八
〇
・
六
三
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
人
口
一
一
万
一
二
九
八
人
で
あ
り
、
他
に
一
部
事
務
組
合
も
な
く
、
か
な
り
一
体
化
し
た
形
で
行

政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
て
い
る
圏
域
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
広
域
市
町
村
圏
の
設
置
は
、「
お
お
む
ね
人
口
一
〇
万
人
以
上
の
規
模
を

有
す
る
こ
と
を
標
準
と
し
、
次
の
要
件
を
具
備
し
た
日
常
社
会
生
活
圏
を
形
成
し
、
ま
た
形
成
す
る
可
能
性
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
地

域
に
つ
い
て
行
う
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
中
部
広
域
市
町
村
圏
は
人
口
か
ら
い
え
ば
、
ま
さ
に
こ
の
最
低
条
件
を
満
た
す
圏
域
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
合
併
は
目
指
さ
ず
に
「
一
部
事
務
組
合
」
か
ら
「
広
域
連
合
」
へ
と
組
織
を
改
編
し
た
こ
と
は
、
今
後
の
中
部
地
域
の

協
力
関
係
の
強
化
を
目
指
し
た
施
策
と
し
て
評
価
で
き
る
（
13
）

。

昭
和
四
五
年
に
、
鳥
取
市
と
岩
美
郡
全
域
と
八
頭
郡
全
域
と
気
高
郡
全
域
で
設
定
さ
れ
た
も
の
が
、「
鳥
取
県
東
部
広
域
市
町
村
圏
」

で
あ
る
。
こ
の
圏
域
は
平
成
五
年
に
「
鳥
取
県
東
部
地
方
拠
点
都
市
地
域
」
に
指
定
さ
れ
、
翌
年
に
は
「
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
」
と
な
っ

て
い
る
。
圏
域
の
運
営
主
体
は
、
昭
和
四
六
年
に
不
燃
物
処
理
を
目
的
と
し
て
設
置
さ
れ
た
「
鳥
取
県
東
部
広
域
行
政
管
理
組
合
」
で
あ

り
、
現
在
は
複
合
一
部
事
務
組
合
と
し
て
、
鳥
取
県
東
部
地
方
拠
点
都
市
地
域
に
関
連
事
務
、
地
域
振
興
事
業
関
連
事
務
、
し
尿
処
理
、

消
防
、
不
燃
物
処
理
、
可
燃
物
処
理
、
火
葬
場
、
介
護
関
連
事
務
、
鳥
取
県
か
ら
の
権
限
移
譲
事
務
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
（
14
）

。

鳥
取
市
の
現
在
の
人
口
は
一
九
万
五
九
五
七
人
で
は
あ
る
が
、
平
成
一
二
年
の
国
勢
調
査
の
数
字
を
合
併
後
に
あ
て
は
め
た
場
合
に
は

一
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）

二
〇
万
七
四
四
人
で
あ
り
、
平
成
一
七
年
一
月
一
日
の
住
民
基
本
台
帳
に
よ
る
人
口
が
二
〇
万
二
一
一
五
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
人
口

二
〇
万
人
以
上
を
条
件
と
す
る
特
例
市
へ
の
移
行
の
申
請
を
行
い
、
平
成
一
七
年
一
〇
月
一
日
に
特
例
市
へ
の
移
行
を
実
現
さ
せ
て
い
る
。

こ
の
結
果
、
鳥
取
県
の
東
部
地
域
は
特
例
市
で
あ
る
鳥
取
市
を
中
心
に
広
域
行
政
が
展
開
さ
れ
る
下
地
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
た

だ
し
、
鳥
取
市
が
名
実
と
も
に
特
例
市
で
い
る
た
め
に
は
、
東
部
地
域
の
一
部
と
の
合
併
を
模
索
す
る
必
要
が
あ
る
（
15
）

。

昭
和
四
六
年
に
設
置
さ
れ
た
も
の
が
、
米
子
市
と
境
港
市
と
西
伯
郡
全
域
と
日
野
郡
全
域
で
設
定
さ
れ
た
「
鳥
取
県
西
部
広
域
市
町
村

圏
」
で
あ
る
。
現
在
の
市
町
村
名
で
い
え
ば
、
米
子
市
と
境
港
市
と
南
部
町
と
大
山
町
と
伯
耆
町
と
日
南
町
と
日
野
町
と
江
府
町
と
日
吉

津
村
の
二
市
・
六
町
・
一
村
で
構
成
さ
れ
る
圏
域
で
あ
る
。
こ
の
運
営
主
体
が
四
七
年
に
設
置
さ
れ
た
「
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組

合
」
と
い
う
一
部
事
務
組
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
広
域
市
町
村
圏
関
連
事
務
、
不
燃
物
処
理
、
広
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
消
防
、
病
院
、
視

聴
覚
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
火
葬
場
、
介
護
関
連
事
務
、
し
尿
処
理
、
ご
み
焼
却
、
鳥
取
県
か
ら
の
権
限
移
譲
事
務
な
ど
を
実
施
し
て
い
る
（
16
）

。

圏
域
内
の
一
部
地
域
は
平
成
三
年
に
「
リ
ゾ
ー
ト
地
域
」
に
指
定
さ
れ
、
圏
域
の
他
の
一
部
地
域
は
「
中
海
圏
域
地
方
拠
点
都
市
地
域
」

に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
が
西
部
圏
域
と
一
体
化
し
た
も
の
で
な
い
と
こ
ろ
に
、
西
部
地
域
の
特
性
が
認
め
ら
れ
る
。

昭
和
四
七
年
以
降
に
設
立
さ
れ
た
鳥
取
県
内
の
一
部
事
務
組
合
は
、
平
成
六
年
の
境
港
市
と
島
根
県
松
江
市
を
構
成
団
体
と
す
る
「
玉

井
斎
場
管
理
組
合
」、
平
成
八
年
の
日
野
町
と
江
府
町
と
伯
耆
町
を
構
成
団
体
と
す
る
「
日
野
病
院
組
合
」、
平
成
一
三
年
の
鳥
取
市
と
八

頭
町
と
若
桜
町
と
智
頭
町
を
構
成
団
体
と
す
る
「
八
頭
環
境
施
設
組
合
」
の
三
組
合
で
あ
る
。
ま
た
表
3
の
よ
う
に
鳥
取
県
の
広
域
連
合

は
、
平
成
一
〇
年
四
月
一
日
「
鳥
取
中
部
行
政
管
理
組
合
」
を
改
組
し
て
設
立
さ
れ
た
「
鳥
取
中
部
ふ
る
さ
と
広
域
連
合
」、
平
成

一
一
年
七
月
一
九
日
に
設
立
さ
れ
た
「
南
部
箕
蚊
屋
広
域
連
合
」、
平
成
一
九
年
二
月
一
日
に
「
鳥
取
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
」

の
三
つ
で
あ
る
。

一
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こ
の
現
存
す
る
一
四
の
一
部
事
務
組
合
（
一
一
団
体
）
と
広
域
連
合
（
三
団
体
）
の
う
ち
、
鳥
取
県
と
島
根
県
を
構
成
単
位
と
す
る
も
の

は
一
団
体
、
鳥
取
県
や
県
内
全
市
町
村
を
単
位
と
す
る
も
の
が
三
団
体
、
三
地
域
を
そ
れ
ぞ
れ
単
位
と
す
る
も
の
が
三
団
体
、
東
部
地
域

の
一
部
を
単
位
と
す
る
も
の
が
一
団
体
、
西
部
地
域
の
一
部
を
単
位
と
す
る
も
の
が
五
団
体
、
西
部
地
域
の
一
部
と
島
根
県
の
市
町
村
を

単
位
と
す
る
も
の
が
一
団
体
と
な
っ
て
い
る
。
東
部
は
二
団
体
、
中
部
は
一
団
体
で
あ
る
の
に
比
べ
て
西
部
は
七
団
体
で
あ
り
、
鳥
取
県

と
島
根
県
で
組
織
す
る
「
境
港
管
理
組
合
」
も
西
部
地
域
に
関
連
す
る
組
合
（
団
体
）
と
考
え
る
と
、
西
部
地
域
は
八
団
体
と
な
り
地
域

の
特
殊
性
が
認
め
ら
れ
る
。
鳥
取
県
西
部
地
区
に
は
、
昭
和
三
三
年
か
ら
鳥
取
県
と
島
根
県
を
構
成
団
体
と
す
る
「
境
港
管
理
組
合
」
が

一
部
事
務
組
合
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
境
港
が
両
県
に
ま
た
が
る
重
要
な
経
済
施
設
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
境
港
市
と
島
根

県
松
江
市
を
構
成
団
体
と
す
る
「
玉
井
斎
場
管
理
組
合
」
も
一
部
事
務
組
合
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
境
港
市
の
経
済
圏
域
が
鳥
取
県

内
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
17
）

。

第
四
次
全
国
総
合
開
発
計
画
に
お
け
る
「
特
定
保
養
地
域
整
備
法
」
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
、「
ふ
る
さ
と
大
山
ふ
れ
あ
い
リ
ゾ
ー

ト
構
想
」
の
対
象
地
域
は
、
鳥
取
県
西
部
全
域
と
、
合
併
前
の
町
村
名
で
い
う
と
中
部
に
位
置
す
る
赤
碕
町
・
東
伯
町
・
大
栄
町
・
関
金

町
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
①
大
山
を
中
心
と
す
る
山
、
海
の
自
然
、
温
泉
、
文
化
・
歴
史
等
を
生
か
し
た
通
年
型
の
総
合
保
養
施
設
の
形

成
と
、
②
中
国
横
断
道
等
高
速
交
通
体
系
を
生
か
し
た
都
市
住
民
の
保
養
地
と
し
て
整
備
し
、
地
域
と
滞
在
者
と
の
交
流
関
係
を
醸
成
す

る
リ
ゾ
ー
ト
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
創
生
」
が
う
た
わ
れ
て
い
る
（
18
）

。
中
海
圏
域
地
方
拠
点
都
市
地
域
は
当
初
、
米
子
市
と
境
港
市
を
中
心
に
、

西
伯
郡
に
位
置
す
る
町
村
の
う
ち
西
伯
町
、
会
見
町
、
岸
本
町
、
淀
江
町
で
形
成
さ
れ
た
。
平
成
七
年
に
大
山
町
と
日
野
郡
の
溝
口
町
が

追
加
指
定
さ
れ
た
。
平
成
の
大
合
併
の
結
果
、
地
方
拠
点
都
市
の
圏
域
は
米
子
市
と
境
港
市
と
西
伯
郡
に
位
置
す
る
三
町
一
村
で
構
成
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
19
）

。
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三　

定
住
自
立
圏
構
想
と
鳥
取
県
内
三
地
域
の
特
徴

市
町
村
合
併
が
地
方
行
政
に
内
在
す
る
問
題
を
明
確
に
解
決
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
地
方
公
共
団
体
の
あ
る
べ
き
面
積
や
人
口
の
標

準
は
存
在
し
な
い
。
身
近
な
行
政
を
考
慮
す
れ
ば
基
礎
自
治
体
は
狭
い
範
囲
が
理
想
と
な
り
、
効
率
的
な
行
政
を
考
え
た
場
合
一
定
規
模

の
確
保
が
求
め
ら
れ
る
。
平
成
の
大
合
併
に
お
い
て
も
、
積
極
的
に
大
規
模
化
を
推
進
し
た
地
域
か
ら
、
合
併
を
拒
否
し
狭
域
的
な
町
村

の
継
続
を
望
ん
だ
地
域
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
対
応
が
み
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
地
域
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
ど
の
よ
う
な
区
域
で
考
え
る
か

と
い
う
問
題
も
み
ら
れ
る
。
一
定
の
広
域
的
な
エ
リ
ア
を
基
準
と
し
て
内
部
で
狭
域
的
な
エ
リ
ア
に
配
慮
す
る
か
、
狭
域
的
な
エ
リ
ア
を

基
準
と
し
て
一
部
事
務
組
合
や
広
域
連
合
な
ど
の
設
置
を
通
じ
て
広
域
的
な
あ
る
い
は
共
同
処
理
が
求
め
ら
れ
る
行
政
に
対
応
す
る
か
が

問
題
と
な
る
。

市
を
単
位
と
し
て
考
え
た
場
合
、
鳥
取
県
に
は
表
4
の
よ
う
に
二
つ
の
市
に
地
域
審
議
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
鳥
取
市
は
合
併
し
た

旧
国
府
町
、
旧
福
部
村
、
旧
河
原
町
、
旧
用
瀬
町
、
旧
佐
治
村
、
旧
気
高
町
、
旧
鹿
野
町
、
旧
青
谷
町
を
単
位
に
、
そ
れ
ぞ
れ
旧
町
村
の

名
称
を
付
け
た
地
域
審
議
会
を
設
置
し
た
。
米
子
市
で
も
合
併
し
た
旧
淀
江
市
を
区
域
と
す
る
米
子
市
淀
江
地
区
審
議
会
を
設
置
し
た
。

中
部
は
広
域
連
合
の
組
織
や
機
構
の
改
定
等
を
通
じ
て
、
圏
域
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
に
努
め
る
と
と
も
に
、
合
併
以
前

の
町
村
や
集
落
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
保
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

平
成
の
大
合
併
の
結
果
を
受
け
、
合
併
を
し
な
か
っ
た
地
域
や
不
十
分
な
合
併
し
か
実
施
で
き
な
か
っ
た
地
域
、
合
併
し
た
新
た
な
広

域
型
市
町
村
の
内
部
関
係
の
整
理
、
あ
る
い
は
単
純
に
新
た
な
広
域
行
政
の
推
進
な
ど
を
目
的
と
し
て
、
総
務
省
が
設
定
し
た
も
の
が
定

住
自
立
圏
で
あ
る
。
そ
の
モ
デ
ル
が
昭
和
の
大
合
併
後
に
設
定
さ
れ
た
広
域
市
町
村
圏
や
大
都
市
周
辺
地
域
広
域
行
政
圏
と
考
え
ら
れ
る
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が
、
平
成
の
大
合
併
終
了
後
、
総
務
省
は
「
定
住
自
立
圏
構
想
の
推
進

に
あ
た
っ
て
、『
広
域
行
政
圏
計
画
策
定
要
綱
』
と
『
ふ
る
さ
と
市
町

村
圏
推
進
要
綱
』
を
、
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
を
も
っ
て
廃
止
す
る

旨
の
総
務
省
事
務
次
官
通
知
」
を
、
各
都
道
府
県
知
事
と
各
指
定
都
市

市
長
へ
送
付
し
、
昭
和
の
大
合
併
と
そ
の
後
の
広
域
的
行
政
制
度
か
ら

の
転
換
を
強
調
し
て
い
る
（
20
）

。

平
成
二
一
年
四
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
定
住
自
立
圏
は
、
総
務
省
が

平
成
二
〇
年
一
二
月
二
六
日
に
公
表
し
た｢

定
住
自
立
圏
構
想
推
進
要

綱｣

に
よ
っ
て
ス
タ
ー
ト
し
た
。
定
住
自
立
圏
の
要
件
は
、
①
定
住
自

立
圏
形
成
協
定
を
締
結
し
た
宣
言
中
心
市
及
び
周
辺
に
あ
る
市
町
村

（
以
下
「
周
辺
市
町
村
」
と
い
う
。）
の
区
域
の
全
部
、
ま
た
は
②
定
住
自

立
圏
形
成
方
針
を
策
定
し
た
宣
言
中
心
市
の
区
域
の
全
部
の
い
ず
れ
か

で
あ
る
。
特
に
②
は
広
域
的
な
市
町
村
の
合
併
を
経
た
市
に
関
す
る
特

例
で
あ
り
、
合
併
関
係
市
の
う
ち
人
口
が
最
大
の
も
の
の
区
域
を
中
心

地
域
、
そ
の
他
の
合
併
関
係
市
町
村
の
区
域
を
周
辺
地
域
と
し
て
設
定

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
定
住
自
立
圏
は
、
中
心
市
と
周
辺
市

町
村
の
一
対
一
の
協
定
締
結
の
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

表 4　鳥取県内の地域審議会（平成 ２3 年 4 月 １ 日現在）
市町村名 合併方式 合併期日 旧市町村名 地域審議会の名称 人　口 人口の割合 面　積 面積の割合

鳥取市 編入合併 H16.11.1. 鳥取市 設置せず 148,824 76.2% 237.2 31.0%

国府町 国府地域審議会 8,735 4.5% 93.4 12.2%

福部村 福部地域審議会 3,234 1.7% 34.9 4.6%

河原町 河原地域審議会 7,702 3.9% 83.6 10.9%

用瀬町 用瀬地域審議会 3,855 2.0% 81.6 10.7%

佐治村 佐治地域審議会 2,391 1.2% 79.9 10.4%

気高町 気高地域審議会 9,272 4.8% 34.3 4.5%

鹿野町 鹿野地域審議会 4,205 2.2% 52.8 6.9%

青谷町 青谷地域審議会 7,106 3.6% 67.9 8.9%

地域審議会の合計 46,500 23.8% 528.4 69.0%

米子市 新設 H17.3.31. 米子市 設置せず 139,585 93.8% 106.41 80.0%

淀江町 米子市淀江地域審議会 9,304 7.2% 25.8 20.0%

註 1 鳥取市の人口は『鳥取市公式ウェブサイト』｢町別世帯数・人口平成 23 年 4 月 30 日現在の住民登録」を参照した。

　�米子市の人口は ｢米子市町別人口世帯数統計表平成 23 年 7 月 1 日現在を参照した。

　�鳥取市の合併前町村の面積は ｢wikipedia｣ の各町村項目を参照し整理した。
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）

る
圏
域
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、「
集
約
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
」
に
よ
る
中
心
市
へ
の
圏
域
全
体
に
必
要
な
都
市
機
能
の

集
約
的
な
整
備
し
、
周
辺
市
町
村
に
必
要
な
生
活
機
能
を
確

保
し
、
農
林
水
産
業
の
振
興
や
豊
か
な
自
然
環
境
の
保
全
を

通
じ
て
、
分
権
型
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
安
定
し
た
社
会
空
間

の
地
方
圏
へ
の
創
出
を
目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
21
）

。

中
心
市
は
「
生
活
に
必
要
な
都
市
機
能
の
一
定
の
集
積
が

あ
り
、
周
辺
市
町
村
の
住
民
も
そ
の
機
能
を
活
用
し
て
い
る

よ
う
な
、
都
市
機
能
が
ス
ピ
ル
オ
ー
バ
ー
し
て
い
る
都
市
で

あ
り
、
圏
域
全
体
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
担
う
都
市
」
と
さ
れ

て
い
る
。
中
心
市
の
原
則
は
人
口
五
万
人
程
度
以
上
で
あ
る

が
、
少
な
く
と
も
四
万
人
超
が
理
想
と
さ
れ
、
例
外
と
し
て
、

隣
接
す
る
二
つ
の
市
の
人
口
の
合
計
が
四
万
人
を
超
え
る
と

き
は
二
つ
の
市
を
合
わ
せ
て
一
つ
の
中
心
市
と
み
な
す
こ
と

と
な
っ
て
い
る
。
後
者
を
複
眼
型
と
い
う
。
ま
た
昼
夜
間
人

口
比
も
一
以
上
で
あ
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
単

独
の
定
住
自
立
圏
で
は
地
域
活
性
化
の
推
進
が
困
難
な
場
合

表 5　定住自立圏の実態（平成 ２3 年 3 月 3１ 日現在）
数 中　　　心　　　市 圏域数 条　　　件　　　等

中心市 243
人口：5 万人程度（少なくとも 4 万人
以上）、中夜間人口比率：1 以上

中心市宣言都市 69 66 複眼型中心市が重複

定住自立圏の圏域 54 54
共生ビジョン・形成協定締結等（56
市・54 圏域）（延べ 216 団体）

県境型圏域 4 松江市・米子市、備前市、中津市、都城市 4
松江市・米子市は複眼型中心市圏域で
もある

複眼型中心市圏域 3
松江市・米子市、四万十市・宿毛市、
名寄市・士別市（予定）

2 名寄市・士別市は中心市宣言のみ

合併 1 市圏域 17

由利本荘市、大館市、横手市、伊勢崎市、
旭市、西尾市、浜田市、出雲市、山口市、
下関市、今治市、八女市、唐津市、五島市、
山鹿市、薩摩川内市、宮古島市

17

政策分野別の取り組み状況
市町村間の役割分担による生活機能の強化
医療 53 圏域、福祉 36 圏域、教育 43
圏域、産業振興 49 圏域、環境 15 圏域
市町村間の結びつきやネットワークの強化
地域公共交通 47 圏域、ICT インフラ
整備・利活用 28 圏域、交通インフラ
整備 30 圏域、治山致傷 30 圏域、交流
移住 40 圏域
圏域マネジメント能力の強化
合同研修・人事交流 43 圏域、外部専
門家の招へい 19 圏域

一般型圏域 31 31

共生ビジョン策定済み 48

形成協定締結・形成方針策定 8

中心都市宣言のみ実施済み 13

註 1 　松江市・米子市は県境型で複眼型という特殊な形態を有する圏域であることがわかる。

註 2 　総務省『全国の定住自立圏の取り組み状況について』を参照して整理した。

ただし、愛知県西尾市は 4 月 1 日に合併し、一般型から合併 1 市圏域型への移行手続き中のため、この表では合併 1 市圏

域型とした。
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表 6　定住自立圏の現状
標準タイプ（県境型・複眼型を含む）の定住自立圏 合併 1 市圏域型の定住自立圏

圏 域 名（中心市） 構成市町村数 人　口 面　積 対象市 合併前の市町村数 人　口 面　積

北 し り べ し（ 小 樽 市 ） 1 市 4 町 1 村 177,053 1,348.56 大館市 1 市 2 町 82,504 913.7

釧 路（ 釧 路 市 ） 1 市 4 町 1 村 243,932 4,123.41 由利本荘市 1 市 7 町 89,555 （最大）1,209.08

西 い ぶ り（ 室 蘭 市 ） 3 市 3 町 208,160 1,356.16 横手市 1 市 5 町 2 村 103,625 693.04

上 川 中 部（ 旭 川 市 ） 1 市 7 町 399,888 2,793.93 伊勢崎市 1 市 2 町 1 村 202,447 139.33

宗 谷（ 稚 内 市 ） 1 市 8 町 1 村 78,452 （最大）4,625.09 旭市 1 市 3 町 70,643 （最小）129.91

網走市大空町（網走市） 1 市 1 町 （最少）50,347 814.62 西尾市 1 市 3 町 163,232 160.34

八 戸 圏 域（ 八 戸 市 ） 1 市 6 町 1 村 348,205 1,328.50 浜田市 1 市 3 町 1 村 63,046 689.6

石 巻 圏 域（ 石 巻 市 ） 2 市 1 町 221,282 723.43 出雲市 2 市 4 町 146,307 543.48

大 崎（ 大 崎 市 ） 1 市 4 町 218,298 1,523.95 山口市 1 市 5 町 199,297 1,023.31

湯沢雄勝地域（湯沢市） 1 市 2 町 76,737 1,225.04 下関市 1 市 4 町 （最多）290,693 716.14

南相馬市・飯館村（南相馬市） 1 市 1 村 79,559 628.63 今治市 1 市 10 町 1 村 173,983 419.85

ち ち ぶ（ 秩 父 市 ） 1 市 4 町 114,596 892.5 八女市 1 市 2 町 2 村 73,262 482.53

本 庄 地 域（ 本 庄 市 ） 1 市 3 町 57,880 199.82 唐津市 1 市 6 町 2 村 131,116 487.48

長 岡 地 域（ 長 岡 市 ） 3 市 1 町 376,416 1,168.37 五島市 1 市 5 町 （最少）44,765 420.81

南 信 州（ 飯 田 市 ）（最多）1 市 3 町 10 村 175,523 1,904.09 山鹿市 1 市 4 町 57,726 296.67

みのかも（美濃加茂市） 1 市 4 町 82,103 236.17 薩摩川内市 1 市 4 町 4 村 102,370 683.5

刈 谷（ 刈 谷 市 ） 3 市 1 町 297,616 （最小）110.87 宮古島市 1 市 3 町 1 村 53,493 204.57

旧 員 弁 郡（ い な べ 市 ） 1 市 1 町 72,343 242.24 小　計 18 市 72 町 14 村 2,048,064 9213.34

湖 東（ 彦 根 市 ） 1 市 4 町 153,174 392.16 平　均 1 市 4.2 町 1 村 120,474.35 541.96

北 は り ま（ 西 脇 市 ） 1 市 1 町 68,257 317.62

鳥 取・ 因 幡（ 鳥 取 市 ） 1 市 4 町 247,469 1,518.67

鳥 取 県 中 部（ 倉 吉 市 ） 1 市 4 町 113,177 780.61 定　住　自　立　圏　全　域

中海圏域（米子市・松江市） 4 市（複眼県境型） 440,678 1,154.89 タ イ プ 人　　口 面　　積

東 備 西 播（ 備 前 市 ） 2 市 1 町（県境型） 109,638 535.39 一 般 型 7,874,509 45,689.11

徳島東部地域（徳島市） 2 市 9 町 1 村 449,555 770.51 合併 1 市圏域型 2,048,064 9,213.34

阿 南 市 ・ 1 市 2 町 1 市 2 町 74,346 1,115.18 総 計 9,922,573 54,902.45

瀬戸・高松広域（高松市） 1 市 5 町 （最多）509,749 744.82 平 均 183,751.35 1,016.71

幡多地域（四万十市・宿毛市） 3市2町1村（複眼型） 101,277 1,561.95

高知中央広域（高知市） 4 市 463,546 1,099.30

久留米広域（久留米市） 4 市 2 町 465,712 467.78 註 1　�定住自立圏の名称が不明確なところは中心市の名称を
用いた。

註 2　�定住自立圏の現状と人口は総務省『全国の定住自立圏
の取組状況について』（平成 23 年 3 月 31 日現在）参照
した。なお愛知県西尾市は平成 23 年 4 月 1 日幡豆郡三
町を編入合併したので合併 1 市圏域型に入れた。また中
海圏域の松江市と東出雲町は平成 23 年 8 月 1 日に合併
したので 4 市とした。

註 3　�面積は ｢データと雑学で学ぼう　都道府県市町村」の
「都道府県プロフィール」（http://uub.jp/）を参照した。

註 4　�延岡圏域内部に設置されている日向圏域定住自立圏も
独立した圏域としたので、面積はその分増加している。

有 明 圏 域（ 大 牟 田 市 ） 3 市 249,001 263.55

伊万里・有田地区（伊万里市） 1 市 1 町 79,760 320.82

九州周防灘地域（中津市） 4 市 2 町（県境型） 227,404 1,429.83

都 城 広 域（ 都 城 市 ） 3 市 1 町（県境型） 272,557 1,443.72

延岡圏域（延岡市）【日向圏域を含む】 2市5町2村（圏域重複型） 255,036 3,183.87

日向圏域（日向市）【延岡圏域内】 1市2町2村（圏域重複型） 95,233 1,629.28

大 隅（ 鹿 屋 市 ） 3 市 5 町 220,550 1,713.78

合　計 67 市 107 町 20 村 7,874,509 45,689.11

平　均 1.8 市 2.9 町 0.5 村 212,824.57 1,234.84

二
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鳥
取
県
の
平
成
の
大
合
併
の
経
過
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
五
五
）

が
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
定
住
自
立
圏

に
は
複
数
の
定
住
自
立
圏
の
広
域
的
連
携

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
定
住
自

立
圏
に
は
、
中
心
市
と
周
辺
市
町
村
が
、

自
ら
の
意
思
で
一
対
一
の
協
定
を
締
結
す

る
こ
と
を
積
み
重
ね
る
結
果
と
し
て
形
成

さ
れ
る
圏
域
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い

る
（
22
）

。定
住
自
立
圏
は
先
行
団
体
と
し
て
二
二

圏
域
が
設
定
さ
れ
た
。
中
心
市
の
要
件
を

満
た
す
も
の
は
二
四
三
市
と
さ
れ
て
い
る

が
、
表
5
の
よ
う
に
実
際
に
中
心
都
市
宣

言
を
し
た
市
は
六
九
団
体
で
あ
る
。
そ
の

中
で
実
際
に
定
住
自
立
圏
共
生
ビ
ジ
ョ
ン

策
定
を
終
え
た
市
は
四
八
団
体
・
定
住
自

立
圏
形
成
協
定
締
結
ま
た
は
定
住
自
立
圏

形
成
方
針
策
定
ま
で
を
終
え
た
市
は
八
団

表 ７　鳥取県（一部島根県を含む）の
定住自立圏の現状

鳥取・因幡定住自立圏 人　口 人口比 面　積 面積比

中心市 鳥�取�市 195,957 81.4% 765.66 50.4%

周辺市町村

岩�美�町 12,922 5.4% 122.38 8.1%

若�桜�町 4,072 1.7% 199.31 13.1%

智�頭�町 8,266 3.4% 224.61 14.8%

八�頭�町 19,386 8.1% 206.71 13.6%

計 240,603 1518.67

鳥取県中部定住自立圏 人　口 人口比 面　積 面積比

中心市 倉�吉�市 50,830 45.7% 272.15 34.9%

周辺市町村

三�朝�町 7,314 6.6% 233.46 29.9%

湯梨浜町 17,670 15.9% 77.95 10.0%

琴�浦�町 19,276 17.3% 139.92 17.9%

北�栄�町 16,208 14.6% 57.15 7.3%

計 111,298 780.63

中海圏定住自立圏 人　口 人口比 面　積 面積比

中心市 米�子�市 148,915 33.9% 132.21 11.4%

周辺市町村 境�港�市 36,108 8.2% 28.79 2.5%

（鳥取側計） 小��計 185,023 42.1% 161 13.9%

島根県側
松江市・
安来市

254,635 57.9% 993.89 86.1%

計 439,658 1154.89

註 1　人口は総務省『全国の定住自立圏の取り組み状況』参照

註 2　面積は『市区町村プロフィール』鳥取県参照

表 ８　【参考】鳥取県西部広域行政管理
組合の現状

市／郡 市町村名 人　口 人口比 面　積 面積比

市　　部
米�子�市 148,915 61.5% 132.21 10.9%

境�港�市 36,108 14.9% 28.79 2.4%

西�伯�郡

大�山�町 17,825 7.4% 189.79 15.7%

南�部�町 11,684 4.8% 114.03 9.4%

日吉津村 3,249 1.3% 4.16 0.3%

西伯郡 / 日野郡 伯耆町 11,740 4.8% 139.45 11.5%

日�野�郡

江�府�町 3,361 1.4% 124.66 10.3%

日�野�町 3,809 1.6% 134.02 11.1%

日�南�町 5,489 2.3% 340.87 28.2%

計 242,180 1207.98

註　町村の人口と面積は『市区町村プロフィール』鳥取県参照
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体
、
中
心
市
宣
言
の
み
実
施
団
体
が
一
三
団
体
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
明
確
に
定
住
自
立
圏
に
取
り
組
ん
で
い
る
中
心
市
は
六
六
団

体
で
あ
る
。
そ
れ
は
複
眼
型
中
心
市
圏
域
が
二
圏
域
存
在
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
実
際
の
定
住
自
立
圏
の
圏
域
は
五
四
で
あ
る
。

ま
た
県
境
型
圏
域
が
四
圏
域
、
合
併
一
市
圏
域
が
一
七
存
在
す
る
。
そ
の
詳
細
は
表
6
の
と
お
り
で
あ
る
。

鳥
取
県
に
は
表
7
の
よ
う
に
三
つ
の
定
住
自
立
圏
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
鳥
取
県
で
は
平
成
二
一
年
三
月
九
日
に
倉
吉
市
が
、
四
月
三

十
日
に
米
子
市
が
島
根
県
松
江
市
と
一
緒
に
、
六
月
五
日
に
鳥
取
市
が
中
心
市
宣
言
を
行
っ
て
い
る
。
倉
吉
市
と
三
朝
町
、
琴
浦
町
、
湯

梨
浜
町
、
北
栄
町
か
ら
構
成
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
鳥
取
中
部
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
を
区
域
と
す
る
、「
鳥
取
県
中
部
定
住
自
立
圏
」
は
、

最
初
の
二
二
圏
域
の
一
つ
で
あ
り
、
ま
さ
に
日
本
の
草
分
け
の
一
つ
の
定
住
自
立
圏
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
福
祉
や
教
育
や
産
業
振
興
、
広

域
観
光
の
推
進
な
ど
が
生
活
機
能
の
強
化
に
か
か
わ
る
政
策
分
野
の
テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
鳥
取
市
と
岩
美
町
、
智
頭
町
、

若
桜
町
、
八
頭
町
か
ら
構
成
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
鳥
取
東
部
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
を
区
域
と
す
る
「
鳥
取
・
因
幡
定
住
自
立
圏
」
は
、
倉

吉
市
を
中
心
市
と
す
る
定
住
自
立
圏
と
同
様
に
、
県
内
を
三
つ
に
区
分
す
る
圏
域
の
一
つ
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
医

療
や
産
業
振
興
や
環
境
な
ど
を
生
活
機
能
の
強
化
に
か
か
わ
る
政
策
分
野
の
テ
ー
マ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

第
三
の
も
の
は
「
中
海
地
域
定
住
自
立
圏
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
米
子
市
と
松
江
市
を
中
心
市
と
し
、
境
港
市
と
安
来
市
と
東
出
雲
町
の

四
市
・
一
町
で
構
成
す
る
、
全
国
に
二
つ
し
か
な
い
複
眼
型
定
住
自
立
圏
の
一
つ
で
あ
り
、
か
つ
県
境
を
越
え
て
圏
域
が
設
定
さ
れ
て
い

る
全
国
に
四
つ
し
か
な
い
県
境
型
圏
域
の
定
住
自
立
圏
の
一
つ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
全
国
唯
一
の
複
眼
型
で
県
境
型
の
定
住
自
立
圏
で
あ

る
。
鳥
取
県
の
視
点
か
ら
い
え
ば
米
子
市
を
中
心
市
と
し
て
境
港
市
と
構
成
す
る
、
島
根
県
の
視
点
か
ら
い
え
ば
松
江
市
を
中
心
市
と
し

て
安
来
市
と
構
成
す
る
定
住
自
立
圏
で
あ
る
。
米
子
市
の
人
口
は
一
四
万
九
五
八
四
人
で
面
積
は
一
三
二
・
二
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
境

港
市
は
三
万
六
四
五
九
人
で
二
八
・
七
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
松
江
市
は
一
六
万
四
八
九
一
で
二
六
四
・
〇
二
、
安
来
市
は
三
万
五
二
〇

二
四



鳥
取
県
の
平
成
の
大
合
併
の
経
過
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
五
七
）

人
で
一
二
〇
・
七
八
で
あ
る
。
松
江
市
と
東
出
雲
町
は
平
成
二
三
年
八
月
一
日
に
合
併
し
た
の
で
、
八
月
一
日
以
降
は
四
市
構
成
と
な
っ

た
。
全
体
の
人
口
は
三
八
万
一
四
五
九
人
で
、
面
積
は
五
四
五
・
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
。
人
口
は
ほ
ぼ
半
分
で
あ
る
が
、

面
積
は
鳥
取
県
が
三
割
、
島
根
県
が
七
割
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
（
23
）

。

こ
の
前
提
と
な
っ
た
も
の
が
前
述
の
一
全
総
に
よ
る
「
中
海
新
産
業
都
市
」
で
あ
る
。
四
全
総
に
お
い
て
は
、「
地
方
拠
点
都
市
地
域
」

が
中
海
新
産
業
都
市
を
区
分
す
る
よ
う
な
形
で
鳥
取
県
に
「
中
海
圏
域
地
方
拠
点
都
市
地
域
」
が
、
島
根
県
に
は
当
初
「
出
雲
地
方
拠
点

都
市
地
域
」
が
、
後
に
そ
れ
を
拡
大
し
て
「
出
雲
・
宍
道
湖
・
中
海
地
方
拠
点
都
市
地
域
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
現
在
の
松
江
市
、
出

雲
市
、
安
来
市
、
雲
南
市
、
飯
南
町
、
斐
川
町
（
平
成
二
三
年
一
〇
月
一
日
出
雲
市
と
合
併
の
予
定
）
か
ら
構
成
さ
れ
る
地
域
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
新
事
業
創
出
促
進
法
（
旧
テ
ク
ノ
ポ
リ
ス
法
）
で
「
宍
道
湖
中
海
周
辺
地
域
高
度
技
術
工
業
集
積
地
域
」
が
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ

の
圏
域
は
現
在
の
松
江
市
と
合
併
前
の
安
来
市
、
出
雲
市
、
平
田
市
、
斐
川
町
、
大
社
町
、
大
東
町
、
加
茂
町
、
八
雲
村
か
ら
な
り
、

「
出
雲
・
宍
道
湖
・
中
海
地
方
拠
点
都
市
地
域
」
の
一
部
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
る
。

「
中
海
地
域
定
住
自
立
圏
」
の
前
身
と
な
っ
た
も
の
が
「
中
海
市
長
会
」
で
あ
り
、
平
成
一
九
年
七
月
に
米
子
市
、
松
江
市
、
境
港
市
、

安
来
市
で
発
足
し
た
。
そ
の
後
平
成
二
〇
年
七
月
に
東
出
雲
町
が
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
参
加
し
た
。
平
成
二
〇
年
一
〇
月
に
四
市
・
一
町
に
よ

る
定
住
自
立
圏
構
想
先
行
実
施
団
体
に
決
定
さ
れ
、
平
成
二
一
年
四
月
に
は
米
子
市
と
松
江
市
が
定
住
自
立
圏
構
想
の
共
同
宣
言
を
行
い
、

一
〇
月
に
は
四
市
・
一
町
で
定
住
自
立
圏
形
成
協
定
を
締
結
、
二
二
年
三
月
に
は
「
中
海
圏
域
定
住
自
立
圏
共
生
ビ
ジ
ョ
ン
」
と
「
中
海

圏
域
振
興
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
作
成
し
た
。
圏
域
の
第
一
の
特
徴
と
し
て
、
ラ
ム
サ
ー
ル
条
約
登
録
湿
地
で
あ
る
「
中
海
・
宍
道
湖
」
が
あ
り
、

豊
か
な
自
然
と
歴
史
文
化
の
里
で
あ
り
、
西
日
本
の
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ
と
し
て
の
高
い
潜
在
力
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
生
活
機
能
の
強
化
に

係
る
政
策
分
野
と
し
て
、
医
療
、
福
祉
、
教
育
、
産
業
振
興
そ
の
他
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
東
出
雲
町
の
松
江
市
と
の
合
併
に
よ
り
四
市

二
五
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と
な
っ
た
（
24
）

。

こ
の
よ
う
に
、
鳥
取
県
西
部
は
中
海
を
挟
ん
で
島
根
県
と
の
関
係
性
が
強
い
。「
中
海
地
域
定
住
自
立
圏
」
を
見
れ
ば
圏
域
は
狭
い
が
、

「
中
海
新
産
業
都
市
」
や
中
海
を
挟
ん
だ
二
つ
の
「
地
方
拠
点
都
市
地
域
」
か
ら
見
れ
ば
、
か
な
り
広
範
な
圏
域
と
な
る
。
境
港
を
中
心

と
し
た
漁
業
や
、
周
辺
の
工
業
地
域
、
さ
ら
に
大
山
か
ら
中
海
や
宍
道
湖
を
へ
て
出
雲
へ
至
る
広
範
な
圏
域
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。「
鳥

取
県
西
部
」
は
こ
う
し
た
視
点
に
立
っ
た
広
域
的
な
行
政
を
展
開
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

た
だ
し
、
表
8
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
鳥
取
県
の
西
部
地
域
は
若
干
複
雑
な
地
域
構
造
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
別
に
考
え
て
み

る
必
要
が
あ
る
。
地
域
的
特
性
に
応
じ
た
活
動
を
考
え
た
場
合
、
旧
来
の
郡
を
単
位
と
し
た
相
互
協
力
と
広
域
行
政
へ
の
対
応
も
重
視
し

て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
西
伯
郡
の
町
村
部
で
は
、
南
部
町
と
伯
耆
町
と
日
吉
津
村
で
構
成
す
る
南
部
箕
蚊
屋
広
域
連

合
や
南
部
町
と
伯
耆
町
に
よ
る
清
掃
施
設
管
理
組
合
、
米
子
市
と
日
吉
津
村
の
中
学
校
組
合
、
日
野
郡
で
は
構
成
三
町
に
よ
る
衛
生
施
設

組
合
が
あ
り
、
両
郡
を
ま
た
ぐ
形
で
、
日
野
町
、
江
府
町
、
伯
耆
町
に
よ
る
日
野
病
院
組
合
が
あ
る
が
、
大
山
町
を
含
ん
だ
一
部
事
務
組

合
や
広
域
連
合
は
存
在
し
な
い
。
今
後
、
大
山
町
を
含
ん
だ
広
域
行
政
を
確
立
し
て
い
く
こ
と
も
考
え
る
必
要
が
出
て
く
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。

ま
た
表
9
の
よ
う
に
、
鳥
取
県
の
一
一
の
構
造
改
革
特
区
の
う
ち
、
平
成
一
八
年
の
第
一
〇
回
の
認
定
回
で
設
置
さ
れ
た
「
鳥
取
県
西

部
地
区
福
祉
輸
送
特
区
」
は
、
鳥
取
県
内
で
唯
一
複
数
の
市
町
村
す
な
わ
ち
西
部
地
域
を
構
成
団
体
と
す
る
特
区
で
あ
っ
た
。
こ
の
特
区

政
策
は
規
制
緩
和
の
全
国
展
開
に
よ
っ
て
平
成
一
九
年
に
取
り
消
さ
れ
て
は
い
る
が
、
鳥
取
県
西
部
地
域
で
は
圏
域
の
一
体
的
な
行
政

サ
ー
ビ
ス
の
展
開
が
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。

米
子
市
と
境
港
市
と
西
伯
郡
に
属
す
る
南
部
町
、
大
山
町
、
伯
耆
町
、
日
吉
津
村
と
、
日
野
郡
に
属
す
る
日
南
町
、
日
野
町
、
江
府
町
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の
二
市
・
六
町
・
一
村
で
構
成
さ
れ
る
西
部
地
域
は
、

他
の
二
つ
の
一
市
・
四
町
村
か
ら
構
成
さ
れ
る
地
域
と

は
若
干
性
格
を
異
に
す
る
圏
域
と
い
え
る
。
日
本
海
を

前
に
し
な
が
ら
中
海
を
島
根
県
の
二
市
一
町
（
松
江
市
、

安
来
市
、
東
出
雲
町
）
と
囲
ん
で
お
り
、
特
殊
な
利
害
関

係
を
共
存
さ
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
米
子
市
に
隣
接
す

る
西
伯
郡
に
属
す
る
南
部
町
、
大
山
町
、
伯
耆
町
、
日

吉
津
村
は
米
子
市
と
の
つ
な
が
り
が
強
い
。
反
面
、
日

野
郡
に
属
す
る
日
南
町
、
日
野
町
、
江
府
町
は
人
口
密

度
の
低
い
典
型
的
な
山
間
部
の
農
村
地
域
と
い
う
共
通

性
を
有
す
る
圏
域
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
生

か
し
た
広
域
行
政
の
展
開
が
望
ま
れ
て
い
る
地
域
と
い

え
る
。

米
子
市
は
人
口
密
度
が
高
い
。
西
伯
郡
で
唯
一
合
併

し
な
か
っ
た
日
吉
津
村
は
村
全
体
が
日
本
海
と
米
子
市

に
取
り
囲
ま
れ
て
お
り
、
人
口
密
度
の
高
さ
は
米
子
市

の
ベ
ッ
ド
タ
ウ
ン
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

表 9　鳥取県の構造改革特区
政　策　主　体 特　区　の　名　称 認定年月日 認定回 備　　　　　　考

伯　　　耆　　　町 ほうき農村交流どぶろく特区 H21.7.17 第 20 回

鳥　　　取　　　市
鳥取市保育所臨時保育士の任用期間延長に
よる保育事業充実特区

H19.3.30 第 13 回

鳥　　　取　　　県 鳥取県温泉熱利用発電研究開発特区 H18.7.3 第 11 回

智　　　頭　　　町 はぐくみ給食再生特区 H17.7.19 第 8 回

湯梨浜町（旧羽合町） 保育の充実による若者支援特区
H15.11.28

（H16.6.21）
第 3 回

（変更 5 回）

鳥　　　取　　　市
「地域に生きる活力ある学校づくり」鳥取市
湖南小中一貫教育特区

H19.11.22 第 15 回
（H20.7.9 取消）

規制緩和の全国展開による

米子市・境港市・
日吉津村・大山町・
南部町・伯耆町・
日南町・日野町・
江府町

鳥取県西部地域福祉輸送特区 H18.3.31 第 10 回
（H19.3.30 取消）

規制緩和の全国展開による

鳥　　　取　　　県 イノシシわな猟免許取得促進特区 H17.7.19 第 8 回
（H19.7.4 取消）

規制緩和の全国展開による

鳥　　　取　　　市 鳥取砂丘観光特区 H17.7.19 第 8 回
（H18.7.3 取消）

規制緩和の全国展開による

江　　　府　　　町 江府町南大山農業活性化ブルーベリー特区 H16.6.21 第 5 回
（H17.11.22 取消）

規制緩和の全国展開による

米　　　子　　　市 早期幼児教育特区 H15.8.29 第 2 回
（H20.7.9 取消）

規制緩和の全国展開による

構造改革特区 / 企画課 / とりネット / 鳥取県公式サイト（http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=146563）を参照して作
成した。
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西
伯
郡
で
は
合
併
が
進
ん
だ
が
、
日
野
郡
で
は
溝
口
町
が
西
伯
郡
の
岸
本
町
と
合
併
し
て
西
伯
郡
に
属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
伯
耆
町
の
誕

生
以
外
は
見
ら
れ
な
い
。
合
併
し
な
か
っ
た
日
野
郡
の
日
南
町
と
日
野
町
と
江
府
町
は
典
型
的
な
農
村
型
の
集
落
を
単
位
と
す
る
地
方
公

共
団
体
で
あ
る
。
ま
た
県
の
北
西
で
島
根
県
と
接
す
る
境
港
市
の
人
口
は
三
万
六
一
〇
八
人
で
昭
和
の
大
合
併
の
と
き
の
市
町
村
合
併
の

特
例
（
人
口
要
因
が
五
万
人
か
ら
三
万
人
に
減
少
さ
れ
た
）
で
市
と
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
県
西
部
地
域
の
複
雑
な
関
係
が
こ
こ
か
ら
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
。

四　

中
国
地
方
や
関
西
広
域
連
合
と
鳥
取
県
の
今
後

鳥
取
県
は
道
州
制
案
を
見
る
と
「
中
国
州
」
あ
る
い
は
「
中
国
・
四
国
州
」
に
含
ま
れ
る
。
民
主
党
の
「
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」
に
「
道
州

制
」
の
言
葉
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
道
州
制
確
立
に
向
け
た
日
本
各
地
の
地
方
公
共
団
体
の
歩
み
は
明
確
な
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

東
日
本
大
震
災
は
広
域
的
な
連
携
の
必
要
性
を
認
識
さ
せ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
主
体
と
し
て
「
道
州
」
の
確
立
に
向
け
た
動

き
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
近
隣
の
都
道
府
県
相
互
の
協
力
関
係
の
確
立
と
、
大
規
模
災
害
を
視
野
に
入
れ
た
遠
隔
地
同

志
の
地
方
公
共
団
体
の
協
力
関
係
の
確
立
の
動
き
な
ど
の
ほ
う
が
進
展
し
て
い
る
と
い
え
る
よ
う
な
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
中
で

道
州
制
と
は
異
な
っ
た
視
点
で
平
成
二
二
年
一
二
月
一
日
に
設
立
さ
れ
た
も
の
が
「
関
西
広
域
連
合
」
で
あ
る
。

「
関
西
広
域
連
合
」
と
「
関
西
州
」
で
は
そ
の
性
格
が
大
き
く
異
な
る
。
道
州
制
が
都
府
県
統
合
を
前
提
と
し
て
国
か
ら
の
権
限
移
譲

を
受
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
多
く
の
府
県
で
県
庁
所
在
地
一
極
集
中
化
傾
向
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
み
て
、
関
西
州
の
州
都
（
例

え
ば
大
阪
）
の
一
局
集
中
と
な
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
構
成
各
府
県
と
政
令
指
定
都
市
の
主
体
性
を
維
持
し
な
が
ら
必
要

な
広
域
行
政
の
実
施
主
体
、
す
な
わ
ち
国
か
ら
出
先
機
関
を
中
心
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
権
限
の
受
け
皿
機
関
と
し
て
「
関
西
広
域
連

二
八



鳥
取
県
の
平
成
の
大
合
併
の
経
過
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
六
一
）

合
」
は
設
立
さ
れ
た
。
た
だ
し
関
西
圏
に
あ
る
二
府
四
県
の
う
ち
奈
良
県
は
参
加
せ
ず
、
四
つ
の
政
令
指
定
都
市
も
参
加
し
な
か
っ
た
。

代
わ
り
に
徳
島
県
と
鳥
取
県
が
参
加
す
る
形
で
「
関
西
広
域
連
合
は
設
立
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
「
関
西
広
域
連
合
」
の
構
成
府
県
は
、
大

阪
府
、
京
都
府
、
滋
賀
県
、
兵
庫
県
、
和
歌
山
県
、
徳
島
県
、
鳥
取
県
の
二
府
・
五
県
の
七
府
県
と
な
っ
た
。

関
西
広
域
連
合
の
設
立
の
狙
い
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。
そ
の
第
一
が
「
分
権
型
社
会
の
実
現
へ
！
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
中
央
集
権

体
制
と
東
京
一
極
集
中
を
打
破
し
、
地
域
的
な
自
己
決
定
、
自
己
責
任
を
貫
け
る
分
権
型
社
会
を
実
現
す
る
た
め
、
広
域
課
題
に
地
域
が

主
体
的
に
対
応
で
き
る
現
実
的
な
仕
組
み
づ
く
り
を
、
関
西
が
全
国
に
先
駆
け
て
立
ち
上
げ
、
地
方
分
権
の
突
破
口
を
開
き
ま
す
」
と
説

明
さ
れ
て
い
る
。
第
二
は
「
関
西
全
体
の
広
域
行
政
を
担
う
責
任
主
体
！
」
で
、
そ
の
目
的
は
「
東
南
海
・
南
海
地
震
発
生
に
備
え
た
広

域
防
災
体
制
の
整
備
や
ド
ク
タ
ー
ヘ
リ
に
よ
る
広
域
的
な
救
急
体
制
の
確
保
を
は
じ
め
、
将
来
的
に
は
関
西
の
競
争
力
を
高
め
る
た
め
の

交
通
・
物
流
基
盤
の
一
体
的
な
運
営
管
理
な
ど
を
目
指
し
、
関
西
が
一
丸
と
な
っ
て
広
域
行
政
を
展
開
し
ま
す
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

第
三
が
「
国
の
出
先
機
関
の
仕
事
の
受
け
皿
づ
く
り
！
」
で
あ
り
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
は
「
各
団
体
の
個
性
や
資
源
を
有
効
に
活
用
す

る
と
と
も
に
、
出
先
機
関
を
中
心
と
し
た
国
の
事
務
、
権
限
の
う
ち
、
広
域
自
治
体
で
担
う
べ
き
事
務
の
移
譲
を
受
け
て
、
国
と
地
方
の

二
重
行
政
を
解
消
。
関
西
全
体
と
し
て
ス
リ
ム
か
つ
効
率
的
な
体
制
へ
の
転
換
を
目
指
し
ま
す
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
25
）

。

「
関
西
広
域
連
合
」
は
、
当
初
は
、
防
災
、
観
光
・
文
化
振
興
、
産
業
振
興
、
医
療
、
資
格
試
験
・
免
許
等
、
職
員
研
修
の
七
分
野
か

ら
ス
タ
ー
ト
し
、「
成
長
す
る
広
域
連
合
」
と
し
て
、
将
来
的
に
は
、
港
湾
の
一
体
的
な
管
理
や
国
道
・
河
川
の
一
体
的
な
計
画
・
整

備
・
管
理
等
を
目
指
し
、
あ
わ
せ
て
、
国
の
出
先
機
関
の
受
け
皿
と
し
て
、
国
か
ら
の
事
務
、
権
限
移
譲
の
早
急
な
実
現
を
目
指
し
て
い

る
。
そ
う
し
た
中
で
、
奈
良
県
は
、
県
独
自
に
受
け
る
べ
き
権
限
移
譲
を
広
域
連
合
が
受
け
る
こ
と
を
問
題
と
し
て
参
加
を
見
合
わ
せ
た

の
で
あ
る
。
徳
島
県
は
関
西
圏
と
の
距
離
的
あ
る
い
は
地
理
的
な
関
係
の
強
さ
を
考
慮
し
、
資
格
試
験
・
免
許
以
外
の
六
項
目
に
参
加
し
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て
い
る
。
鳥
取
県
は
観
光
・
文
化
振
興
と
医
療
の
二
分
野
の
み
に
参
加
し
た
。
な
お
、
鳥
取
県
と
愛
媛
県
の
間
で
は
危
機
事
象
発
生
時
に

お
け
る
「
相
互
応
援
協
定
」
を
締
結
し
て
い
る
（
26
）

。

鳥
取
県
で
の
聞
き
取
り
調
査
の
中
で
、
本
来
は
関
西
圏
の
府
県
を
対
象
に
設
立
さ
れ
る
べ
き
「
関
西
広
域
連
合
」
に
鳥
取
県
が
参
加
し

た
の
は
、
鳥
取
市
を
中
心
と
し
た
「
鳥
取
・
因
幡
定
住
自
立
圏
」
の
都
合
が
あ
る
と
の
指
摘
を
う
け
た
。
中
国
地
方
を
平
行
に
走
る
、
山

陰
自
動
車
道
と
中
国
縦
貫
自
動
車
道
と
山
陽
自
動
車
道
と
い
う
高
速
自
動
車
道
か
ら
、
鳥
取
市
へ
は
中
国
横
断
道
姫
路
鳥
取
線
が
、
山
陽

自
動
車
道
か
ら
は
播
磨
Ｉ
Ｃ
で
、
中
国
縦
貫
自
動
車
道
か
ら
は
佐
用
Ｉ
Ｃ
で
接
続
し
て
い
る
。
鉄
道
で
は
鳥
取
市
は
山
陽
本
線
で
京
都
・

大
阪
と
直
結
し
て
お
り
、
鳥
取
県
東
部
地
域
を
対
象
と
し
た
場
合
に
は
、
因
美
線
か
ら
姫
新
線
を
経
由
し
て
関
西
圏
へ
行
く
こ
と
も
、
智

頭
鉄
道
経
由
を
経
由
し
て
関
西
圏
や
東
京
へ
行
く
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
智
頭
鉄
道
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
も
売
り
上
げ
も
関
西
圏
と
の
関
連

性
の
強
さ
を
強
調
し
て
お
り
、
鳥
取
県
東
部
は
関
西
圏
と
の
関
連
性
が
強
い
。
鳥
取
市
を
中
心
に
関
西
広
域
連
合
へ
参
加
し
た
理
由
の
一

つ
に
こ
の
経
済
圏
の
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
（
27
）

。

鳥
取
県
西
部
は
島
根
県
と
の
関
係
が
強
い
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。「
中
海
圏
域
定
住
自
立
圏
」
は
そ
の
シ
ン
ボ
ル
と
い
え
る
。

米
子
市
は
岡
山
や
倉
敷
を
経
由
し
て
山
陽
自
動
車
道
と
つ
な
が
り
、
落
合
Ｊ
Ｃ
Ｔ
等
を
通
じ
て
中
国
縦
貫
自
動
車
道
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

鉄
道
で
は
伯
備
線
で
倉
敷
と
接
続
し
て
い
る
。
観
光
は
大
山
か
ら
境
港
を
経
由
し
中
海
を
挟
ん
で
出
雲
方
面
と
つ
な
が
り
、
島
根
県
と
の

結
び
つ
き
が
強
い
。
中
国
州
が
設
置
さ
れ
た
場
合
、
州
都
は
岡
山
市
か
広
島
市
と
な
る
可
能
性
が
高
く
、
瀬
戸
内
を
中
心
に
し
た
政
策
が

中
心
と
な
る
可
能
性
が
高
い
。
か
つ
て
日
本
海
側
は
裏
日
本
と
よ
ば
れ
、
発
展
す
る
太
平
洋
や
瀬
戸
内
海
に
面
し
た
表
日
本
と
対
比
さ
れ

て
き
た
。
日
本
海
側
の
繁
栄
を
考
え
れ
ば
、
中
海
圏
域
定
住
自
立
圏
を
中
心
と
し
た
地
域
発
展
策
の
推
進
が
必
要
と
な
る
。

中
海
圏
域
定
住
自
立
圏
の
人
口
は
三
八
万
一
四
五
九
人
、
面
積
は
五
四
五
・
八
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
が
、
中
海
を
ま
た
い
で
設

三
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鳥
取
県
の
平
成
の
大
合
併
の
経
過
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
六
三
）

定
さ
れ
て
い
た
二
つ
の
旧
地
方
拠
点
都
市
地
域
を
対
象
に
す
れ
ば
、
鳥
取
県
側
の
「
中
海
圏
域
地
方
拠
点
都
市
地
域
」
が
、
人
口

二
二
万
九
五
二
一
人
、
面
積
六
〇
八
・
四
三
で
あ
り
、
島
根
県
側
の
「
出
雲
・
宍
道
湖
・
中
海
地
方
拠
点
都
市
地
域
」
が
、
人
口

四
七
万
一
七
〇
八
人
、
面
積
二
四
一
四
・
二
二
で
あ
り
、
合
計
人
口
七
〇
万
一
二
二
九
人
、
合
計
面
積
三
〇
二
二
・
六
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
と
な
り
、
政
令
指
定
都
市
と
も
な
り
う
る
か
な
り
大
き
な
圏
域
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
鳥
取
県
側
を
鳥
取
中
部
地
域
と
し
た
場
合
に
は
、

人
口
で
一
万
二
六
五
九
人
、
面
積
で
五
九
九
・
五
五
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
が
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。
中
国
地
方
の
日
本
海
側
の
拠
点
と
な

る
べ
き
力
を
備
え
た
地
域
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
鳥
取
県
に
お
い
て
は
、
関
西
圏
と
の
つ
な
が
り
の
中
で
地
域
発
展
を
模
索
し
て
い
る
鳥
取
市
や
鳥
取
県
東
部
地
域
と
、
島

根
県
と
の
相
互
協
力
の
協
力
に
よ
っ
て
地
域
活
性
化
を
模
索
し
て
い
る
米
子
市
や
鳥
取
県
西
部
地
域
で
は
、
向
い
て
い
る
方
向
が
異
な
っ

て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
し
た
は
ざ
ま
に
あ
っ
て
倉
吉
市
を
中
心
と
し
た
中
部
地
方
は
、
田
園
都
市
と
し
て
の
落
ち
着
き
の

あ
る
発
展
を
模
索
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
う
し
た
流
れ
を
見
る
と
、
鳥
取
県
は
三
つ
の
定
住
自
立
圏
を
中
心
に
、
各
地
域
が

そ
れ
ぞ
れ
影
響
を
受
け
る
地
域
と
の
連
携
の
中
で
地
域
お
こ
し
を
行
い
つ
つ
、
圏
域
全
体
の
発
展
を
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

鳥
取
県
に
は
第
三
種
空
港
で
あ
る
鳥
取
空
港
と
、
共
用
空
港
で
あ
る
美
保
（
米
子
・
米
子
鬼
太
郎
）
空
港
と
い
う
二
つ
の
空
港
が
あ
る
。

近
隣
で
は
兵
庫
県
に
は
第
三
種
空
港
で
あ
る
神
戸
空
港
と
公
共
用
飛
行
場
で
あ
る
但
馬
空
港
、
島
根
県
に
は
第
三
種
空
港
で
あ
る
出
雲
空

港
と
石
見
空
港
が
、
岡
山
県
に
も
第
三
種
空
港
で
あ
る
岡
山
空
港
が
あ
る
。
鳥
取
県
内
に
限
っ
て
も
鳥
取
空
港
と
美
保
（
米
子
）
空
港
を

と
お
し
て
、
鳥
取
市
を
中
心
と
す
る
鳥
取
県
東
部
と
米
子
市
や
境
港
市
を
中
心
と
す
る
鳥
取
県
西
部
が
、
空
港
で
日
本
の
主
要
都
市
と
つ

な
が
る
こ
と
で
集
客
競
争
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
飛
行
場
を
核
と
し
た
広
域
的
交
流
に
よ
る
関
西
圏
と
中
国
地
方
へ
の
集
客
、
中
国
地
方

の
特
に
日
本
海
側
を
中
心
と
し
た
集
客
に
努
力
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
そ
の
時
に
も
鳥
取
県
東
部
と
鳥
取
県
西
部
で
は
若
干
方
向
性

三
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四
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へ
の
異
な
り
も
み
ら
れ
る
。

「
鳥
取
県
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
」
の
中
の
〝
鳥
取
県
は
ど
こ
に
活
路
を
見
出
す
〟
に
は
、［
北
東
ア
ジ
ア
へ
の
窓
口
に
］、［
近
畿
圏
域
と
つ

な
が
る
］
ほ
か
四
つ
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
示
さ
れ
て
い
る
。［
北
東
ア
ジ
ア
へ
の
窓
口
に
］
で
は
、「
環
日
本
海
を
は
じ
め
と
す
る
『
大
交
流
新

時
代
』
へ
踏
み
出
し
、
本
県
が
、
人
・
物
の
西
日
本
に
お
け
る
、
北
東
ア
ジ
ア
地
域
へ
の
窓
口
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
」
と
の
ス

ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
、
米
子
空
港
と
韓
国
・
仁
川
空
港
と
の
間
の
定
期
便
を
利
用
し
た
空
の
「
北
東
ア
ジ
ア
ゲ
ー
ト
ウ
エ
イ
構
想
」
と
、
境

港
と
東
海
そ
し
て
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
へ
の
定
期
貨
客
を
利
用
し
た
海
の
「
北
東
ア
ジ
ア
ゲ
ー
ト
ウ
エ
イ
構
想
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま

た
［
近
畿
圏
と
つ
な
が
る
］
で
は
「
中
国
地
方
の
一
員
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
グ
レ
ー
タ
ー
近
畿
（
京
阪
神
を
中
核
と
し
た
広
域
的
経
済
圏

域
）
の
一
員
と
し
て
地
域
間
連
携
を
進
め
、
販
路
拡
大
、
情
報
発
信
強
化
な
ど
に
打
っ
て
出
る
取
り
組
み
を
推
進
し
ま
す
」
と
い
う
ス

ロ
ー
ガ
ン
で
、
鳥
取
県
と
近
畿
圏
域
と
の
関
連
性
強
化
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
る
（
28
）

。

鳥
取
県
は
ま
さ
に
鳥
取
市
と
米
子
市
と
い
う
二
眼
を
軸
に
し
た
県
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
両
者
は
東
部
と
西
部
の
中
心
都
市
で
も
あ

り
、
両
者
が
い
か
に
し
て
県
全
体
の
発
展
を
、
倉
吉
市
を
中
心
と
す
る
中
部
地
域
に
も
配
慮
し
な
が
ら
行
っ
て
い
く
か
が
、
今
後
の
課
題

と
い
え
よ
う
。

註（
１
）�

鳥
取
県
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
鳥
取
県
企
画
統
計
課
編
『
平
成
20
・
21
年
鳥
取
県
統
計
年
鑑
』（
平
成
22
年
刊
）
鳥
取
県
の
「
2　

位
置
」
を

参
照
し
整
理
し
た
。

（
２
）�

鳥
取
県
の
歴
史
と
市
町
村
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
鳥
取
県
企
画
統
計
課
編
『
鳥
取
県
勢
要
覧
』（
平
成
二
二
年
度
版
）
鳥
取
県
、
鳥
取
県
企
画

統
計
課
編
『
平
成
20
・
21
年
鳥
取
県
統
計
年
鑑
』（
平
成
22
年
刊
）
鳥
取
県
、
市
区
町
村
変
遷
履
歴
情
報
・
市
制
町
村
制
施
行
時
の
情
報
【
鳥
取
県
】

三
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鳥
取
県
の
平
成
の
大
合
併
の
経
過
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
六
五
）

（http://uub.jp/upd/s_tottori.htm
l

）
等
を
中
心
に
整
理
し
た
。
な
お
、
市
町
村
数
の
統
計
は
五
年
お
き
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
実
際
の
合
併
年

度
や
合
併
数
は
正
確
で
は
な
い
。
以
下
、
同
一
項
目
に
つ
い
て
は
こ
れ
ら
の
資
料
を
参
照
し
た
。

（
３
）�
鳥
取
県
の
平
成
一
二
年
の
国
勢
調
査
に
お
け
る
各
市
町
村
の
人
口
は
、『
平
成
15
・
16
年
鳥
取
県
統
計
年
鑑
』（
平
成
17
年
刊
）
の
「
付
録
1　

市

町
村
制
一
覧
」
を
参
照
し
た
。

（
４
）�

鳥
取
県
の
面
積
は
鳥
取
県
企
画
統
計
課
編
『
鳥
取
県
勢
要
覧
』（
平
成
二
二
年
度
版
）
鳥
取
県
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
５
）�

鳥
取
県
の
平
成
の
大
合
併
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
鳥
取
県
自
治
振
興
課
鳥
取
県
内
の
市
町
村
合
併
の
状
況
（
平
成
一
七
年
一
〇
月
一
日
）
の
中

の
「
鳥
取
県
内
の
市
町
村
合
併
の
状
況
」
と
「
鳥
取
県
内
の
市
町
村
合
併
前
の
状
況
」（http://w

w
w
.pref.tottori.lg.jp/dd.

aspx?m
enuid=12516

）
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
６
）�

鳥
取
県
の
市
町
村
数
と
他
の
都
道
府
県
と
の
比
較
は
「
都
道
府
県
市
町
村
」
の
な
か
の
「
都
道
府
県
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
」（http://arc.uub.jp/

arc/

）
等
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
７
）�

一
部
事
務
組
合
に
関
し
て
は
、「
暮
ら
し
と
政
治
」
編
集
部
編
『
新
地
方
自
治
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
…
制
度
編
』
伯
林
書
房
一
九
九
一
年
や
総
務
省

編
『
地
方
財
政
白
書
』（
平
成
二
二
年
版
）
等
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
８
）�

中
海
新
産
業
都
市
の
区
域
に
関
し
て
は
「
新
産
業
都
市
と
工
業
整
備
特
別
地
域
」（http://w

w
w
.nishnet.ne.jp/~andou/zensou/1sangyou.

htm

）
を
参
照
し
た
。

（
９
）�

広
域
市
町
村
圏
に
関
し
て
は
、
自
治
省
行
政
局
振
興
課
監
修
『
平
成
6
年
度
改
正　

広
域
行
政
圏
要
覧
』
第
一
法
規
、
平
成
七
年
を
参
照
し
た
。

以
下
同
じ
。

（
10
）�

平
成
20
年
12
月
26
日
付
け
総
行
応
第
39
号
、
総
務
事
務
次
官
か
ら
各
都
道
府
県
知
事
及
び
政
令
指
定
都
市
市
長
あ
て
通
知
「
定
住
自
立
圏
構
想

推
進
要
綱
に
つ
い
て
」
内
の
「『
広
域
行
政
圏
計
画
策
定
要
綱
』
及
び
『
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
推
進
要
綱
』
の
廃
止
に
関
す
る
事
務
次
官
通
達
」、
総

務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.soum

u.go.jp

）
を
参
照
し
た
。

（
11
）�

た
と
え
ば
鳥
取
中
部
で
は
昭
和
四
六
年
一
〇
月
に
『
倉
吉
市
以
外
9
か
町
村
衛
生
管
理
組
合
』、『
倉
吉
市
外
9
か
町
村
ご
み
処
理
場
管
理
組

合
』、『
倉
吉
市
外
9
か
町
村
交
通
災
害
共
済
組
合
』、『
倉
吉
市
外
9
か
町
村
畜
産
物
処
理
流
通
改
善
施
設
管
理
組
合
』
を
解
散
し
、
同
年
一
一
月
に

三
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（
一
六
六
）

『
中
部
市
町
村
共
同
処
理
管
理
組
合
』
を
設
立
し
て
い
る
。
他
の
組
合
も
同
様
の
措
置
を
と
っ
て
い
る
。
鳥
取
中
部
に
関
し
て
は
「
鳥
取
中
部
ふ
る

さ
と
広
域
連
合
」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.chubu-furusato-tottori.jp

）
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
12
）�
「
鳥
取
中
部
ふ
る
さ
と
広
域
連
合
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
13
）�
広
域
市
町
村
圏
に
関
し
て
は
平
成
一
四
年
四
月
二
六
日
の
総
務
事
務
次
官
通
達
の
「
広
域
行
政
圏
計
画
策
定
要
綱
」（w

w
w
.soum

u.go.jp/

kouiki/kouiki.htm
l

）
を
参
照
し
た
。
な
お
「
広
域
行
政
圏
施
策
の
概
要
」
に
よ
れ
ば
、
平
成
二
〇
年
四
月
一
日
現
在
の
広
域
行
政
圏
は
三
五
九

圏
で
構
成
市
町
村
数
は
一
七
〇
二
と
な
っ
て
お
り
、
全
市
町
村
の
九
五
・
一
％
が
参
加
し
て
い
る
。
人
口
は
約
九
千
万
人
で
全
人
口
の
七
七
・
六
％
、

面
積
は
約
三
六
万
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
全
体
の
九
七
・
一
％
と
な
っ
て
い
る
。
広
域
市
町
村
圏
は
三
三
四
圏
域
で
一
圏
域
四
・
五
市
町
村
と
な
っ
て

い
る
。
平
均
人
口
約
二
〇
万
人
で
平
均
面
積
は
一
〇
四
九
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
鳥
取
県
中
部
地
域
は
五
市
町
村
で
構
成
さ
れ
て
い
る
点
で

は
平
均
的
で
あ
る
が
、
人
口
と
面
積
で
は
若
干
小
さ
め
な
広
域
市
町
村
圏
と
い
え
る
。
平
均
規
模
に
類
似
し
て
い
る
の
は
鳥
取
県
東
部
地
域
で
あ
り
、

西
部
地
域
は
市
町
村
の
数
か
ら
み
て
、
若
干
全
国
平
均
と
は
異
な
っ
た
地
域
形
態
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

な
お
、
総
務
省
自
治
行
政
局
市
町
村
体
制
整
備
課
の
「
地
方
公
共
団
体
間
の
事
務
の
共
同
処
理
の
状
況
調
べ
（
平
成
二
二
年
七
月
一
日
現
在
）」

に
よ
れ
ば
、「
一
部
事
務
組
合
は
、
構
成
団
体
数
が
二
団
体
の
も
の
が
最
も
多
く
（
三
七
・
三
％
）、
次
い
で
三
団
体
の
も
の
（
二
三
・
九
％
）、
四
団

体
の
も
の
（
一
二
・
九
％
）
と
な
っ
て
お
り
、
併
せ
て
全
体
の
七
割
を
超
え
て
い
る
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
こ
の
こ
と
は
平
成
の
大
合
併
の
進
捗
状

況
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

（
14
）�

鳥
取
県
東
部
行
政
管
理
組
合
「
麒
麟
の
王
国
」（http://w

w
w
.east.tottori.tottori.jp

）
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
15
）�

鳥
取
市
の
特
例
市
以
降
に
関
し
て
は
、
鳥
取
市
総
務
課
行
政
係
が
平
成
一
七
年
二
月
四
日
に
発
表
し
た
資
料
で
あ
る
「
特
例
市
へ
の
移
行
に
つ

い
て
」（w

w
w
.city.tottori.lg.jp

）
を
参
照
し
整
理
し
た
。

（
16
）�

「
鳥
取
県
西
部
広
域
行
政
管
理
組
合
」
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.tottori-seibukoiki.jp/

）
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
17
）�

鳥
取
県
内
の
広
域
連
合
と
一
部
事
務
組
合
に
つ
い
て
は
、
鳥
取
県
自
治
振
興
課
広
域
連
合
・
一
部
事
務
組
合
を
構
造
改
革
特
区
に
つ
い
て
は
、

構
造
改
革
特
区/

企
画
課/

と
り
ネ
ッ
ト/

鳥
取
県
公
式
サ
イ
ト
（http://w

w
w
.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?m

enuid=146563

）
を
参
照
し
て

作
成
し
た
。

三
四



鳥
取
県
の
平
成
の
大
合
併
の
経
過
と
そ
の
後
（
山
田
）

（
一
六
七
）

（
18
）�

ふ
る
さ
と
大
山
ふ
れ
あ
い
リ
ゾ
ー
ト
構
想
に
つ
い
て
は
（http://w

w
w
.m

lit.go.jp

）
の
（
８
）
地
域
開
発
の
状
況
を
参
照
し
た
。

（
19
）�

中
海
圏
域
地
方
拠
点
都
市
地
域
に
関
し
て
は
「
と
っ
と
り
県
政
こ
の
1
年
」
七
八
号
一
九
九
五
年
（
平
成
七
年
）（http://w

w
w
.pref.tottori.

lg.jp
）
を
参
照
し
た
。

（
20
）�
平
成
20
年
12
月
26
日
付
け
総
行
応
第
39
号
、
総
務
事
務
次
官
前
掲
通
知

（
21
）�

総
務
事
務
次
官
前
掲
通
知
一
～
二
ペ
ー
ジ
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
22
）�

定
住
自
立
圏
構
想
の
内
容
は
、
総
務
省
の
『
定
住
自
立
圏
構
想
推
進
要
綱
』（http://w

w
w
.soum

u.go.jp/m
enu_03/shingi_kenkyu/

kenkyu/teizyu/index.htm
l

）
な
ど
か
ら
抽
出
し
て
分
析
し
た
。

（
23
）�

各
定
住
自
立
圏
の
特
徴
と
内
容
に
つ
い
て
は
総
務
省
「
全
国
定
住
自
立
圏
の
取
り
組
み
状
況
に
つ
い
て
」
と
鳥
取
市
「
鳥
取
・
因
幡
定
住
自
立

圏
共
生
ビ
ジ
ョ
ン
』（
平
成
22
年
3
月
作
成
、
同
年
9
月
一
部
改
定
）、
倉
吉
市
「
鳥
取
県
中
部
定
住
自
立
圏
共
生
ビ
ジ
ョ
ン
」（
平
成
22
年
）、
松
江

市
・
米
子
市
「
中
海
圏
定
住
自
立
圏
共
生
ビ
ジ
ョ
ン
」（
平
成
22
年
）
な
ど
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
24
）�

中
海
定
住
自
立
圏
に
関
し
て
は
総
務
省
の
『
全
国
の
定
住
自
立
圏
の
取
組
状
況
に
つ
い
て
』（
総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
）
を
、
中
海
市
長
会
に

つ
い
て
は
中
海
市
長
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
中
海
圏
域
へ
よ
う
こ
そ
」（http://w

w
w
.nakaum

i.jp

）
を
参
照
し
た
。

（
25
）�

『
さ
あ
、
関
西
の
時
代
へ
』「
関
西
広
域
連
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」（http://kouiki-kansai.jp

）

（
26
）�

『
さ
あ
、
関
西
の
時
代
へ
』（
前
掲
資
料
）、『【
速
報
】
鳥
取
県
、
関
西
連
合
規
約
を
可
決
、
観
光
と
医
療
に
参
加
─
中
国
新
聞
』（http://

w
w
w
.new

s-m
edical.jp/

）、『
関
西
広
域
連
合
（
仮
称
）
設
立
案
〈
概
要
版
〉』（http://w

w
w
.pref.tokushim

a.jp/

）
等
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
27
）�

鳥
取
県
広
報
連
絡
協
議
会
「
山
陰
・
鳥
取
」
同
協
議
会
発
行
、
鳥
取
県
東
部
広
域
行
政
管
理
組
合｢

因
幡
ぐ
る
りN

avi｣

同
組
合
発
行
、
智

頭
急
行
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://w

w
w
.chizukyu.co.jp/

）
な
ど
を
参
照
し
て
整
理
し
た
。

（
28
）�

鳥
取
県
「
鳥
取
県
の
将
来
ビ
ジ
ョ
ン
【
概
要
版
】」
鳥
取
県
統
轄
監
県
政
推
進
課
参
照
。

三
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